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（
1
）

　
会
社
設
立
の
法
律
的
構
成
に
関
す
る
問
題
は
、
商
法
学
上
最
も
議
論
の
紛
糾
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
背
景

は
、
個
体
と
団
体
と
の
関
係
と
い
う
・
静
的
に
観
察
し
て
も
永
久
の
難
問
た
る
団
体
本
質
論
と
、
そ
れ
に
、
多
数
の
個
体
が
団
体
に
結
集
し
て
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

く
・
い
わ
ば
動
的
な
団
体
成
立
過
程
の
把
握
の
困
難
さ
と
に
、
深
い
係
わ
り
を
も
つ
て
い
る
．
無
論
、
こ
の
最
大
の
難
問
に
対
し
て
、
私
如
ぎ
浅

学
菲
才
の
者
が
決
定
的
な
解
決
を
下
し
得
る
な
ど
と
は
毛
頭
思
わ
な
い
が
、
た
だ
間
題
解
決
に
進
む
べ
き
方
向
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
で
も
寄
与
す

る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
こ
れ
に
過
ぎ
る
喜
び
は
な
い
。

　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
一
　
　
　
（
六
一
三
）



　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
二
　
　
　
（
六
一
四
）

　
会
社
設
立
の
法
律
的
構
成
に
関
す
る
問
題
を
考
察
し
こ
れ
に
つ
い
て
論
及
す
る
こ
と
は
、
実
は
私
に
と
つ
て
全
く
初
め
て
と
い
う
わ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

く
、
か
つ
て
本
誌
上
に
発
表
し
た
「
権
利
能
力
な
き
社
団
と
信
託
法
理
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
そ
れ
に
触
れ
、
私
と
し
て
一
応
の
見
解
を
述
べ

　
　
　
　
　
（
4
）

た
こ
と
が
あ
る
。
右
の
論
文
に
対
し
て
は
、
そ
の
後
多
く
の
方
々
か
ら
数
々
の
御
高
評
を
賜
わ
つ
た
。
に
も
拘
ら
ず
．
私
自
身
不
幸
に
し
て
病
に

什
れ
、
数
年
の
闘
病
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
こ
に
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
御
高
評
下
さ
つ
た
方
々
に
対
し
て
謹
ん
で
深
謝
の
意
を
表
す
る
次

第
で
あ
る
．

　
右
の
論
文
に
お
い
て
私
は
．
い
わ
ゆ
る
権
利
能
力
な
き
社
団
の
法
律
関
係
、
殊
に
対
外
的
法
律
関
係
に
つ
い
て
信
託
法
理
を
応
用
す
べ
き
こ
と

を
論
じ
、
設
立
中
の
社
団
法
人
な
い
し
会
社
も
そ
の
一
場
合
で
あ
り
う
る
こ
と
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
そ
し
て
、
会
社
な
い
し
社
団
法
人

設
立
の
法
律
的
構
成
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
た
い
と
考
え
、
そ
の
際
中
心
的
課
題
と
し
て
当
時
念
頭
に
あ
つ
た
の
は
、
会
社
の
設
立
段
階

で
な
す
発
起
人
の
行
為
の
効
果
が
成
立
後
の
会
社
に
帰
属
す
る
関
係
を
い
か
に
法
律
構
成
す
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
従
つ
て
検
討
の
焦
点
は
、
す

で
に
当
時
か
ら
現
在
で
も
通
説
的
な
「
同
一
性
説
（
§
昌
馨
雫
＆
田
昌
卑
警
8
ぎ
）
」
と
私
の
主
張
す
る
信
託
的
構
成
と
の
比
較
に
合
わ
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
思
考
し
て
み
る
と
、
会
社
設
立
の
法
律
的
構
成
に
関
す
る
問
題
と
し
て
は
、
単
に
右
の
問
題
意
識
だ
け
で
は
な
く
て
、
次

の
二
つ
の
視
点
か
ら
の
考
察
が
併
せ
て
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
つ
た
。
一
つ
は
、
殊
に
株
式
会
社
の
募
集
設
立
に
お
け
る
よ
う
に

多
数
の
複
雑
な
会
社
設
立
の
た
め
の
諸
手
続
を
、
「
会
社
設
立
行
為
」
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
必
要
で
あ
る
の
か
、
　
も
し
必
要
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
一
体
何
を
設
立
行
為
と
し
て
把
え
る
の
か
、
そ
の
構
造
は
ど
う
な
つ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
性
質
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

か
と
い
う
問
題
の
視
点
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
会
社
設
立
経
過
中
の
法
律
関
係
、
殊
に
そ
の
段
階
に
お
い
て
発
起
人
の
な
す
種
々
の
行
為
が
成

立
後
の
会
社
に
い
か
な
る
効
果
を
及
ぼ
す
か
、
い
か
な
る
範
囲
で
そ
の
行
為
の
効
果
が
会
社
に
帰
属
す
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
い
か
な
る
理
論
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。



　
前
者
は
、
会
社
設
立
の
た
め
の
諸
手
続
を
全
体
的
に
把
え
る
・
い
わ
ば
巨
視
的
な
視
点
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
発
起
人
の
な
す
各
行

為
の
効
果
帰
属
と
い
う
個
別
的
な
法
律
関
係
に
関
す
る
微
視
的
な
視
点
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
会
社
設
立
に
お
け
る
発

起
人
の
法
律
上
の
地
位
を
い
か
に
把
え
る
べ
き
か
と
い
う
意
味
で
は
共
通
点
を
も
ち
う
る
け
れ
ど
も
、
会
社
設
立
の
た
め
の
各
個
の
手
続
な
い
し

設
立
経
過
そ
の
も
の
を
全
体
的
に
総
合
・
構
成
す
る
か
、
そ
れ
と
も
個
別
的
に
分
析
・
検
討
す
る
か
と
い
う
意
味
で
は
必
ず
し
も
同
じ
も
の
で
は

な
い
。
従
来
と
も
す
れ
ば
両
者
が
区
別
さ
れ
な
い
ま
ま
混
然
と
論
じ
ら
れ
、
あ
る
い
は
逆
に
い
ず
れ
か
一
方
の
み
が
他
と
は
無
関
係
に
論
じ
ら
れ

て
い
た
傾
向
が
あ
り
は
し
な
か
つ
た
か
を
懸
念
す
る
も
の
で
あ
る
．

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
視
点
の
違
い
と
相
互
の
関
連
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
ま
ず
第
一
の
視
点
を
と
り
あ
げ
、

こ
の
点
を
中
心
に
会
社
設
立
の
法
律
的
構
成
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
会
社
設
立
．
と
り
わ
け
株
式
会
社
の
殊
に
募
集
設
立
に
関
し
て
は
、
多
数
の
関
係
者
の
利
害
が
錯
綜
す
る
た
め
、
法
の
規
制
も
詳

細
を
極
め
、
他
の
会
社
な
い
し
社
団
法
人
の
場
合
と
そ
の
趣
き
を
必
ず
し
も
同
じ
く
し
て
い
な
い
．
こ
の
こ
と
が
原
因
し
て
か
、
比
較
的
単
純
な

方
法
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
他
の
種
類
の
会
社
な
い
し
社
団
法
人
の
設
立
に
関
す
る
法
理
を
以
て
し
て
は
直
ち
に
株
式
会
社
設
立
の
法
律

構
成
を
論
じ
難
い
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
、
後
者
に
関
し
て
殊
に
議
論
が
紛
糾
し
、
未
だ
収
拾
を
み
て
い
な
い
。

　
し
か
し
肝
心
な
こ
と
は
、
株
式
会
社
の
設
立
殊
に
募
集
設
立
の
場
合
の
特
殊
性
を
指
摘
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
す
べ
て
の
種
類
の
会
社
さ
ら
に

は
社
団
法
人
の
設
立
に
共
通
の
法
理
を
め
ざ
し
て
、
株
式
会
社
設
立
の
法
律
構
成
を
考
察
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿

で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
、
株
式
会
社
の
殊
に
募
集
設
立
の
場
合
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
他
の
種
類
の
会
社
さ
ら
に
は
社
団
法
人
の

場
合
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
問
題
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
．

（
1
）
　
西
本
辰
之
助
「
株
式
会
社
設
立
発
起
人
論
」
同
・
私
法
学
の
諸
問
題
所
収

指
す
）
一
二
七
頁
、
同
「
株
式
引
受
の
性
質
」
一
六
九
頁
．

　
会
社
設
立
行
為
論

（
な
お
、
西
本
博
士
の
主
要
業
績
は
す
べ
て
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
頁
数
は
こ
れ
を

三
二
三

（
六
一
五
）



　
会
社
設
立
行
為
論

　
　
山
本
桂
一
「
生
成
過
程
に
於
け
る
会
社
の
活
動
及
其
の
限
界
」
法
学
協
会
雑
誌
六
二
巻
一
二
号
一
頁
。

　
　
法
学
研
究
三
六
巻
二
号
四
八
頁
以
下
。

　
　
同
誌
六
九
頁
以
下
。

　
　
同
誌
七
三
頁
註
（
2
5
）
。

　
　
八
木
弘
・
株
式
会
社
財
団
論
コ
七
頁
参
照
。

　
　
大
隅
健
一
郎
「
株
式
会
社
の
成
立
と
権
利
義
務
の
帰
属
」
同
・
会
社
法
の
諸
間
題
・
増
補
版
四
〇
頁
、

五
二
頁
、
八
木
・
前
掲
書
二
六
頁
、
平
出
慶
道
・
株
式
会
社
の
設
立
七
八
頁
以
下
．

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

三
二
四

（
六
一
六
）

山
口
幸
五
郎
「
設
立
中
の
会
社
と
発
起
人
組
合
」
綜
合
法
学
五
巻
六
号

二
　
会
社
設
立
行
為
と
い
う
観
念
の
要
否

　
会
社
な
い
し
社
団
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
は
、
何
が
設
立
行
為
で
あ
り
、
そ
の
性
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
従
来
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

統
的
に
そ
の
最
も
重
要
な
課
題
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
近
時
に
至
つ
て
、
こ
う
し
た
問
題
提
起
そ
れ
自
体
が
間
題
と
さ
れ
、
『
設
立
行
為
と
い
う
観
念
を
も
ち
い
、
　
そ
の
設
立
行
為
の
性
質
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

論
ず
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
無
用
有
害
の
こ
と
』
と
批
判
さ
れ
て
い
る
．
こ
の
見
解
の
要
旨
は
、
第
一
に
『
現
在
の
準
則
主
義
立
法
の
も
と

に
お
い
て
は
、
法
人
の
成
立
す
な
わ
ち
法
人
格
取
得
の
た
め
に
必
要
な
行
為
は
、
各
法
人
に
つ
ぎ
明
文
規
定
を
も
つ
て
法
定
さ
れ
、
し
た
が
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
、
な
に
が
設
立
行
為
で
あ
る
か
の
問
題
は
、
す
く
な
く
と
も
解
釈
論
上
は
、
ま
つ
た
く
そ
の
問
題
と
し
て
の
価
値
を
う
し
な
』
つ
た
。
　
第
二

に
、
準
則
主
義
立
法
は
『
法
定
の
手
続
を
履
践
す
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
法
人
格
を
付
与
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
は
設
立
者
の
主
観
的
意

図
の
い
か
ん
を
間
わ
ず
、
客
観
的
に
そ
の
手
続
の
履
践
が
あ
れ
ば
、
法
人
格
を
付
与
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
表
示
主
義
的
立
法
』
で
あ
る
か
ら
、

『
法
人
の
設
立
に
つ
き
必
要
な
行
為
を
設
立
行
為
と
観
念
し
、
設
立
者
の
設
立
の
意
思
に
も
と
づ
き
、
そ
の
行
為
に
法
人
の
成
立
す
な
わ
ち
法
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

格
の
付
与
の
法
律
効
果
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
構
成
は
、
そ
の
必
要
性
が
な
い
』
．
第
三
に
、
『
設
立
者
の
設
立
の
意
思
の
有
無
に
よ
つ
て
、
法
人

の
存
否
を
左
右
さ
せ
、
権
利
能
力
者
の
存
否
を
決
す
る
こ
と
は
、
法
律
関
係
の
基
礎
を
根
底
か
ら
く
つ
が
え
し
、
法
的
安
定
性
を
害
す
る
こ
と
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

な
る
』
と
い
う
意
味
で
『
有
害
無
用
』
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
批
判
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
設
立
行
為
論
の
あ
い
ま
い
さ
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
反
省
の
契
機
を
与
え
た
と
い
う
点
で
大
き
な
意
義
を
も

つ
。
確
か
に
、
こ
れ
ま
で
、
「
設
立
行
為
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
、
殊
に
株
式
会
社
の
募
集
設
立
の
場
合
の
よ
う
に
複
雑
な
経
過
を
た
ど
る
一
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
マ
ロ

の
設
立
手
続
の
う
ち
、
一
体
い
か
な
る
範
囲
の
事
項
を
具
体
的
に
意
味
さ
せ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
さ
え
、
学
説
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、

設
立
行
為
性
質
論
の
紛
糾
も
、
そ
の
大
き
な
原
因
は
こ
の
設
立
行
為
論
自
体
の
混
乱
に
あ
つ
た
と
云
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
．
そ
し
て
何
よ
り
も
、
設

立
行
為
論
が
そ
も
そ
も
何
故
に
必
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
つ
た
点
は
、
こ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
そ
も
そ
も
会
社
設
立
の
た
め
の
諸
手
続
を
一
体
と
し
て
観
察
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
、
後
に
詳
論
す
る
よ
う
に
、
会
社
設
立
が
一
個
の
法
律
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち

や

果
で
あ
る
こ
と
、
一
個
の
法
律
効
果
が
発
生
す
る
原
因
は
一
個
の
法
律
要
件
で
あ
る
こ
と
、
従
つ
て
設
立
手
続
は
一
個
の
法
律
要
件
と
し
て
把
握

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
．
そ
し
て
、
そ
れ
に
次
い
で
、
当
該
一
個
の
法
律
要
件
が
い
か
な
る
法
律
事
実
か
ら
成
る
か
、
そ
の
法
律
要
件
を

構
成
す
る
法
律
事
実
の
中
に
意
思
表
示
が
含
ま
れ
る
か
、
そ
の
意
思
表
示
の
効
果
意
思
は
会
社
成
立
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
法
律
が
要
求
し

て
い
る
か
等
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
わ
け
で
、
こ
れ
に
よ
つ
て
初
め
て
、
会
社
成
立
が
い
か
な
る
原
因
か
ら
生
ず
る
か
、
そ
の
原
因
の

い
か
な
る
点
に
い
か
な
る
欠
陥
が
あ
れ
ば
会
社
成
立
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
．
従
つ
て
『
設
立
に
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

要
な
行
為
に
つ
き
、
そ
の
お
の
お
の
に
つ
い
て
、
行
為
者
の
意
思
な
り
行
為
の
効
果
な
り
を
検
討
し
て
、
そ
の
法
的
性
質
を
決
定
す
れ
ば
足
る
』

と
い
う
見
解
に
は
ま
ず
基
本
的
に
賛
成
し
え
な
い
。

　
そ
こ
で
第
一
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
会
社
な
い
し
法
人
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
設
立
者
の
会
社
・
法
人
の

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

成
立
を
意
欲
す
る
意
思
な
る
も
の
が
実
定
法
上
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
．
民
法
第
三
三
条
は
「
法
人
ハ
本
法
其
他
ノ

法
律
ノ
規
定
二
依
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
成
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
の
み
規
定
し
て
、
設
立
者
の
意
思
の
有
無
に
つ
き
直
接
に
は
何
ら
触
れ
て
い
な
い

け
れ
ど
も
、
同
第
三
九
条
は
財
団
法
人
に
つ
き
「
設
立
ヲ
目
的
ト
ス
ル
」
寄
附
行
為
と
規
定
し
て
、
寄
附
行
為
が
財
団
法
人
設
立
を
目
的
と
す
る

　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
五
　
　
　
（
六
一
七
）



　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
六
　
　
　
（
六
輔
八
V

行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
．
こ
れ
に
対
し
て
同
第
三
七
条
は
社
団
法
人
に
つ
き
定
款
作
成
が
法
人
設
立
を
目
的
と
す
る
行
為
で
あ
る
か
否

か
に
つ
い
て
直
接
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
寄
附
行
為
と
比
較
し
て
、
特
に
こ
の
点
に
本
質
的
な
相
異
が
あ
る
も
の
と
は
解
し
難
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
．
何
故
な
ら
同
第
三
四
条
お
よ
び
第
三
五
条
に
よ
れ
ば
、
社
団
も
財
団
も
何
人
か
が
「
…
…
之
ヲ
法
人
ト
為
ス
」
こ
と
に
よ
つ
て

初
め
て
「
法
人
ハ
…
…
成
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
る
（
民
法
第
…
二
条
参
照
）
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
「
法
人
ト
為
ス
」
に
つ
き
民
法
が
要
求
す
る
行
為

は
、
社
団
法
人
に
つ
き
定
款
作
成
、
財
団
法
人
に
つ
き
寄
附
行
為
が
予
定
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
以
外
に
は
民
法
は
何
も
「
法
人
ト
為
ス
」
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

行
為
を
規
定
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
定
款
作
成
に
し
ろ
寄
附
行
為
に
し
ろ
そ
こ
に
設
立
者
の
作
為
、
従
つ
て
当
然
、
設
立
者
の

、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

意
思
が
実
定
法
上
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
．

　
こ
の
こ
と
は
、
民
法
第
三
五
条
（
従
つ
て
商
法
第
五
二
条
第
二
項
）
に
よ
る
法
人
成
立
に
つ
い
て
も
同
様
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
つ
て
、
会
社
の
定
款
作
成

が
民
法
の
法
人
の
そ
れ
と
異
な
つ
た
内
容
・
性
質
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
解
し
難
い
．
商
法
第
五
二
条
第
一
項
の
会
社
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
．
商
法
は
、
決
し
て
当
事
者
の
意
思
如
何
に
拘
ら
ず
一
定
の
条
件
を
具
え
た
社
団
を
会
社
と
し
こ
れ
を
法
定
的
に
法
人
と
す
る
意
味
で
、
第
五

四
条
第
一
項
の
規
定
を
設
け
た
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
同
条
項
に
よ
つ
て
会
社
が
法
人
と
さ
れ
る
の
は
、
設
立
者
が
そ
の
社
団
を
法
人
と
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

う
と
す
る
意
思
を
表
示
し
た
か
ら
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
従
つ
て
、
会
社
の
設
立
は
、
わ
が
国
実
定
法
上
、
や
は
り
設
立
者
の
会
社
設
立
の
意

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
．
ま
ず
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
会
社
設
立
者
の
意
思
は
一
体
何
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
法
律
が
要
求
し
て
い
る
か
と
云
う
と
、
会
社
の
法
人
格
取
得
・

、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

法
人
の
成
立
で
あ
つ
て
、
団
体
の
成
立
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
．
何
故
な
ら
、
団
体
の
成
立
と
い
う
こ
と
は
関
係
者
の
結
合
と
い
う
事
実
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

意
思
に
基
づ
く
事
実
上
の
結
果
で
あ
つ
て
、
設
立
の
意
思
表
示
の
内
容
・
効
果
意
思
の
内
容
を
実
現
す
る
法
律
効
果
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

る
。
そ
し
て
、
こ
の
会
社
の
法
人
格
取
得
・
法
人
の
成
立
は
、
社
団
の
成
立
と
は
異
な
り
単
な
る
事
実
で
は
な
く
て
一
種
の
法
律
効
果
で
あ
る
と

　
　
　
（
正
）

考
え
ら
れ
る
．



　
無
論
、
会
社
設
立
に
よ
り
発
生
す
る
法
律
的
効
果
は
、
会
社
成
立
す
な
わ
ち
当
該
社
団
が
法
人
格
を
取
得
す
る
こ
と
の
み
に
限
ら
れ
な
い
。
会

社
成
立
の
結
果
、
会
社
に
関
す
る
法
の
規
制
が
す
べ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
従
つ
て
株
式
会
社
に
例
を
と
れ
ば
、
た
と
え
ば
商
法
第

一
九
〇
条
な
い
し
第
一
九
二
条
、
第
二
二
六
条
あ
る
い
は
第
四
条
等
々
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
法
人
格
取
得
以
外
に
も
種
々
の
効
果
が

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
設
立
者
の
設
立
の
意
思
の
有
無
を
問
わ
ず
ま
た
そ
の
意
思
に
反
し
て
す
ら
も
、

当
然
に
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
与
え
ら
れ
る
法
定
的
効
果
で
あ
る
．
こ
れ
に
対
し
て
、
法
人
格
取
得
と
い
う
効
果
は
、
こ
れ
ま
た
法
が
会
社
設
立

に
よ
り
当
該
社
団
に
付
与
す
る
効
果
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
（
商
法
第
五
四
条
第
一
項
）
、
こ
れ
は
設
立
者
が
意
欲
し
表
示
し
た
効
果
意
思
の
内
容

　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
適
合
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
欲
す
る
が
故
に
欲
す
る
通
り
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
法
定
的
効
果
と
当
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

者
の
意
思
に
基
づ
く
意
思
表
示
的
（
な
い
し
法
律
行
為
的
）
効
果
と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
要
す
る
に
、
会
社
設
立
・
法
人
格
発
生
と
い
う
法
律
効
果
が
会
社
設
立
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
生
ず
る
も
の
と
解
す
べ
き
以
上
、
そ
の
効
果
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

生
を
意
欲
す
る
行
為
は
、
一
種
の
法
律
行
為
的
意
思
表
示
な
い
し
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
と
こ
ろ
で
、
会
社
設
立
の
経
過
を
設
立
手
続
と
い
う
面
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
人
の
い
ろ
い
ろ
な
行
為
そ
の
他
の
連
続
的
計
画
的
積
み
重
ね
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

て
、
動
的
に
観
察
す
る
以
外
に
、
何
故
全
部
を
一
体
と
し
て
設
立
行
為
と
い
う
面
か
ら
静
的
な
観
察
を
必
要
と
す
る
か
と
い
う
と
、
商
法
な
ら
び

　
　
　
　
　
（
19
）

に
有
限
会
社
法
は
、
株
式
会
社
の
み
な
ら
ず
合
名
会
社
、
合
資
会
社
な
ら
び
に
有
限
会
社
に
つ
き
設
立
無
効
の
制
度
を
、
そ
し
て
合
名
会
社
、
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
ヤ

資
会
社
お
よ
び
有
限
会
社
に
つ
い
て
は
こ
の
他
に
さ
ら
に
設
立
取
消
の
制
度
を
設
け
て
、
そ
れ
ら
の
要
件
を
考
え
、
会
社
設
立
の
有
効
・
無
効
な

　
　
ヤ
　
　
　
つ

い
し
取
消
と
い
う
観
念
を
認
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
も
そ
も
法
律
上
こ
の
有
効
・
無
効
な
い
し
取
消
な
ど
の
形
で
問
題
に
な
り
う
る
の
は
、

法
律
行
為
（
な
い
し
法
律
上
の
行
為
）
に
関
し
て
の
み
で
あ
つ
て
、
た
と
え
ば
債
務
不
履
行
や
不
当
利
得
、
不
法
行
為
な
ど
に
つ
い
て
は
そ
の
法
律
要

件
そ
の
も
の
の
存
否
（
成
立
、
不
成
立
、
消
滅
な
ど
）
は
問
題
に
な
り
え
て
も
、
存
在
す
る
法
律
要
件
の
効
果
に
つ
き
有
効
・
無
効
・
取
消
な
ど
は
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

題
に
な
り
え
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
商
法
は
、
少
な
く
と
も
会
社
設
立
を
、
独
立
し
た
多
数
の
行
為
そ
の
他
が
手
続
と
し
て
単
に
集
合
し
て
い
る
も

　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
七
　
　
　
（
六
一
九
｝



　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
八
　
　
　
（
六
二
〇
）

の
で
は
な
く
て
、
全
体
が
一
個
の
法
律
要
件
、
し
か
も
1
法
律
行
為
で
あ
る
か
ま
た
は
準
法
律
行
為
で
あ
る
か
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち

一
個
の
「
法
律
上
の
行
為
」
た
る
も
の
と
し
て
み
て
い
る
こ
と
に
な
る
．
云
い
か
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
設
立
手
続
を
構
成
す
る
多
数
の
種
々
雑

多
な
行
為
そ
の
他
の
分
子
の
一
つ
一
つ
の
無
効
・
取
消
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
会
社
設
立
は
、
そ
の
手
続
全
体
が
一
個
の
法
律
上
の
行
為
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
面
、
殊
に
株
式
会
社
の
募
集
設
立

に
お
け
る
よ
う
に
複
雑
な
設
立
手
続
の
う
ち
主
要
な
意
味
を
有
す
る
あ
る
段
階
の
み
を
と
り
あ
げ
て
こ
れ
を
設
立
行
為
と
し
て
論
ず
る
こ
と
が
妥

　
　
　
（
2
D
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

当
で
な
い
と
同
時
に
、
他
面
、
『
設
立
に
必
要
な
個
々
の
行
為
の
性
質
・
効
果
を
論
ず
る
』
だ
け
で
は
足
り
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

と
は
別
個
に
、
設
立
に
必
要
な
各
種
の
手
続
を
総
括
し
て
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
要
件
、
一
個
の
設
立
行
為
と
い
う
観
念
を
認
め
、
そ
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

の
構
造
・
法
的
性
質
等
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
理
由
が
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
会
社
設
立
は
、
前
述
の
会
社
成
立
・
法
人
格
取
得
を
目
的
と
す
る
法
律
行
為
的
意
思
表
示
た
る
も
の
を
含
む
一
個
の
法
律
上
の
行

為
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
諸
種
の
手
続
の
う
ち
ど
こ
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
会
社
設
立
手
続
の
構
造
は
ど
う

な
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（（（（（（（7654321）））））））畳
に
よ
り
て
成
立
す
る
も
の
－

お
倉
沢
康
一
郎
「
発
起
人
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
」

八
木
・
前
掲
書
一
一
七
頁
。

八
木
・
前
掲
書
二
七
頁
以
下
。

八
木
・
前
掲
書
二
七
頁
。

八
木
・
前
掲
書
コ
七
頁
、
一
一
八
頁
。

八
木
・
前
掲
書
二
七
頁
～
二
八
頁
。

福
地
俊
雄
「
い
わ
ゆ
る
発
起
人
組
合
お
よ
び
法
人
の
前
身
た
る
団
体
」
法
と
政
治
一
九
巻
一
号
九
八
頁

た
と
え
ば
、
西
本
・
前
掲
発
起
人
論
は
、
　
「
発
起
人
及
び
其
他
の
者
の
多
数
の
行
為
よ
り
成
る
一
個
の
設
立
行
為
な
る
も
の
を
認
め
ず
、
寧
ろ
株
式
会
社
は
多
数
の
事
実
の
重

　
　
　
　
　
　
　
　
…
」
（
五
四
頁
）
と
さ
れ
、
発
起
人
が
会
社
の
設
立
に
関
連
し
て
な
す
行
為
そ
れ
ぞ
れ
を
設
立
行
為
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
（
三
九
頁
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
八
巻
二
一
号
に
お
け
る
用
語
法
は
、
必
ず
し
も
判
然
と
は
し
な
い
が
、
同
旨
か
、
　
一
一
一
頁
、
　
二
六



頁
、
噌
二
一
頁
註
⑥
、
＝
一
四
頁
等
参
照
）
、
　
あ
る
い
は
田
中
誠
二
・
会
社
法
詳
論
上
五
九
頁
の
よ
う
に
、
そ
の
う
ち
法
律
行
為
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
（
川
島
武

宜
・
民
法
白
二
四
六
頁
は
「
社
団
と
い
う
団
体
を
組
織
し
自
ら
そ
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
意
思
表
示
は
設
立
行
為
と
呼
は
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
）
、
　
山
、
⊆
ら
に
、
設

立
に
必
要
な
数
個
の
行
為
の
う
ち
全
部
ま
た
は
一
部
を
一
括
し
て
設
立
行
為
と
す
る
立
場
も
あ
り
（
八
木
・
前
掲
書
二
八
頁
～
一
一
九
頁
参
照
）
、
　
区
々
で
あ
る
．
な
お
、
西
本

辰
之
助
「
野
津
氏
の
答
に
答
ふ
」
前
掲
二
四
六
頁
に
よ
れ
ば
、
　
「
従
来
の
諸
家
は
株
式
引
受
を
以
て
当
然
設
立
行
為
で
あ
る
も
の
と
し
て
其
の
性
質
を
論
じ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
．

（
8
）
　
八
木
・
前
掲
書
一
一
八
頁
～
一
二
〇
頁
．

（
9
）
川
島
・
前
掲
民
法
白
二
四
六
頁
は
、
　
「
社
団
は
独
立
主
体
者
（
通
常
は
個
人
）
に
よ
つ
て
組
織
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
組
織
は
意
思
表
示
に
よ
つ
て
媒
介
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
」
と
さ
れ
る
．
こ
の
限
り
で
は
、
こ
の
立
場
は
社
団
組
織
の
意
思
を
観
念
す
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
法
人
格
発
生
に
向
け
ら
れ
た
意
思
の
要
否
を
問
題
に
し
て
い
な
い
．

（
1
0
）
　
服
部
栄
三
「
事
実
上
の
会
社
」
同
・
株
式
の
本
質
と
会
社
の
能
力
一
九
三
頁
お
よ
び
八
木
・
前
掲
書
一
一
九
頁
～
一
二
〇
頁
も
、
こ
の
点
を
認
め
て
お
ら
れ
る
．

（
n
）
野
津
務
「
会
社
設
立
行
為
と
入
社
行
為
」
松
本
記
念
・
会
社
法
の
諸
問
題
（
以
下
、
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
と
略
記
す
る
）
一
六
八
頁
、
一
七
一
頁
、
同
「
株
式
会
社
設
立

行
為
の
法
的
性
質
」
商
事
法
務
研
究
四
一
号
（
以
下
、
前
掲
論
文
（
法
的
性
質
）
と
略
記
す
る
）
二
七
頁
、
お
よ
び
同
・
商
法
二
十
講
四
〇
頁
は
、
　
「
新
た
な
人
格
創
造
を
目
的
と

す
る
行
為
」
と
云
わ
れ
る
．

（
1
2
）
　
た
だ
し
、
山
本
・
前
掲
論
文
・
法
協
六
二
巻
一
二
号
コ
ニ
頁
は
、
団
体
成
立
が
意
思
の
作
用
で
あ
り
、
あ
る
い
は
法
律
行
為
の
効
果
で
あ
る
と
さ
れ
、
団
体
を
成
立
せ
し
め
る

行
為
を
設
立
行
為
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
し
、
ま
た
川
島
・
前
掲
民
法
白
二
四
六
頁
は
、
　
「
社
団
と
い
う
団
体
を
組
織
し
自
ら
そ
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
意
思
表
示
」

を
設
立
行
為
と
さ
れ
て
い
る
．

（
1
3
）
　
関
係
者
に
団
体
設
立
の
意
思
が
あ
つ
て
も
、
人
的
結
合
の
事
実
が
な
け
れ
ば
、
団
体
の
結
成
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
．

（
1
4
）
社
団
設
立
の
意
思
が
あ
つ
て
も
、
法
人
格
取
得
の
意
思
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
社
団
は
法
人
た
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
現
行
民
・
商
法
上
、
法
人
で
な
い
社
団
の
設
立
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
．
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
賀
・
前
掲
論
文
・
法
学
研
究
三
六
巻
二
号
四
八
頁
以
下
参
照
．

（
1
5
）
会
社
設
立
行
為
の
効
果
が
会
社
の
法
人
格
取
得
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
通
常
の
債
権
契
約
に
お
け
る
債
権
債
務
の
発
生
と
い
う
よ
う
な
・
い
わ
ゆ
る
行
為
法
上
の

も
の
で
は
な
く
、
権
利
主
体
の
発
生
と
い
う
い
わ
ば
組
織
法
的
な
特
徴
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
云
つ
て
、
従
来
の
設
立
行
為
論
が

　
「
行
為
法
上
の
意
思
表
示
論
を
以
て
社
団
法
上
の
現
象
を
律
す
る
誤
謬
を
犯
す
も
の
で
あ
る
」
　
（
田
中
耕
太
郎
・
改
訂
会
社
法
概
論
上
五
〇
頁
、
八
木
・
前
掲
書
二
八
頁
以
下
、

　
一
二
〇
頁
註
㈲
参
照
）
と
は
云
え
な
い
と
思
う
．

（
1
6
）
　
大
野
直
治
「
株
式
会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
発
起
人
の
責
任
」
埼
玉
大
学
社
会
科
学
論
集
一
九
号
七
五
頁
は
、
会
社
の
成
立
は
発
起
人
の
効
果
意
思
の
内
容
に
即
応
し
た

効
果
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
．

（
17
）
　
西
本
・
前
掲
論
文
株
式
引
受
の
性
質
二
〇
八
頁
は
、
法
律
上
の
効
力
を
直
接
に
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
直
接
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
当
事
者
の
意
思
表
示
に
附
随
せ

し
め
た
る
も
の
と
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
の
必
要
を
説
か
れ
て
い
る
．
＜
管
国
ぎ
9
8
醤
曽
Z
ぢ
需
旨
。
ざ
『
年
ど
3
号
の
雲
贔
Φ
忌
魯
雪
勾
。
9
5
臣
」

　
吋
出
巴
び
び
q
。
一
q
＞
偉
臣
’
一
〇
①
○
．
の
●
o
o
O
タ

会
社
設
立
行
為
論

三
二
九

（
六
二
一
）



　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
〇
　
　
　
（
六
二
二
）

（
1
8
）
　
設
立
行
為
と
い
う
観
念
が
、
法
は
設
立
者
の
意
図
に
応
じ
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
意
思
表
示
の
効
果
と
し
て
会
社
に
法
人
格
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
出
発
す
る

と
い
う
指
摘
（
八
木
・
前
掲
書
一
一
七
頁
）
は
、
当
つ
て
い
る
．
な
お
、
川
島
・
前
掲
民
法
㊧
二
四
六
頁
は
、
　
「
民
法
は
社
団
設
立
行
為
に
つ
き
規
定
せ
ず
、
た
だ
社
団
の
根
本
組

織
を
定
め
る
内
部
規
則
た
る
定
款
の
作
成
を
規
定
す
る
だ
け
で
あ
る
が
（
三
七
条
）
、
社
団
設
立
行
為
を
伴
わ
な
い
定
款
作
成
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
か
ら
、
設
立
行

為
は
当
然
に
民
法
の
予
想
し
前
提
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
」
と
さ
れ
る
．

（
1
9
）
　
こ
れ
に
対
し
て
民
法
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
別
段
の
規
定
を
設
け
て
い
な
い
．
無
論
、
民
法
上
の
法
人
に
つ
い
て
も
設
立
の
無
効
・
取
消
が
問
題
と
な
り
え
な
い
わ
け
で
は
な

　いし、

こ
れ
は
、
津
田
利
治
「
会
社
の
設
立
無
効
」
株
式
会
社
法
講
座
一
巻
三
ご
貢
註
⑥
に
よ
れ
ぽ
、
　
「
或
は
一
般
の
法
律
行
為
の
無
効
取
消
の
原
則
が
之
に
適
用
さ
れ
る
と
見

　
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
立
法
論
と
し
て
は
や
は
り
特
別
の
規
定
を
設
け
て
別
段
の
規
制
を
為
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
．

（
2
0
）
　
田
中
（
耕
）
・
前
掲
概
論
上
五
〇
頁
、
実
方
正
雄
・
会
社
法
－
三
五
頁
、
大
森
忠
夫
「
会
社
の
設
立
」
株
式
会
社
法
講
座
一
巻
一
四
六
頁
．

（
2
1
）
　
八
木
・
前
掲
書
二
八
頁
。

（
2
2
）
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
六
七
頁
以
下
、
同
・
前
掲
論
文
（
法
的
性
質
）
三
九
頁
、
同
・
前
掲
書
一
五
頁
、
大
森
・
前
掲
論
文
一
四
六
頁
、
津
田
利
治
・
会
社
法
の

　大意上九

一
頁
。

（
2
3
）
　
従
来
、
設
立
行
為
と
い
う
名
の
も
と
に
い
か
な
る
行
為
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
か
が
判
然
と
し
な
い
ま
ま
、
そ
の
性
質
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
議
論
の
噛
み
合
わ

な
い
従
つ
て
収
拾
の
つ
き
に
く
い
事
情
が
あ
つ
た
と
云
つ
て
よ
い
。

三
　
会
社
設
立
手
続
の
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
ヤ

　
と
こ
ろ
で
、
会
社
設
立
に
必
要
な
各
行
為
そ
の
他
を
全
体
的
に
み
て
こ
れ
を
一
個
の
法
律
上
の
行
為
と
し
、
そ
の
法
律
上
の
行
為
の
主
た
る
効

果
（
す
な
わ
ち
効
果
意
思
に
基
づ
く
効
果
）
と
し
て
会
社
成
立
・
法
人
格
が
発
生
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
法
律
上
の
行
為
の
組
成
分
子
中
に
は
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ず
か
か
る
効
果
意
思
を
含
む
意
思
表
示
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
と
は
、
『
各
行
為
ご
と
に
会
社
の
設
立
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
効
果
意
思
を
も
つ
て
行
為
す
る
も
の
』
と
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
を
意
味
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
。
準
則
主
義
の
も
と
に
法
の
要
求
す
る
設
立
の
た
め
に
必
要
な
手
続
は
い
ろ
い
ろ
な
事
実
か
ら
成
り
立
つ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
あ
る
い
は
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

律
行
為
的
意
思
表
示
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
事
実
行
為
あ
る
い
は
不
作
為
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
．
従
つ
て
、
設

立
手
続
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
作
為
・
不
作
為
を
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
設
立
の
効
果
意
思
を
伴
う
法
律
行
為
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も



性
質
上
不
可
能
で
あ
つ
て
．
会
社
成
立
と
い
う
法
律
効
果
を
も
た
ら
す
会
社
設
立
手
続
を
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
行
為
と
み
る
以
上
、
設
立
の

た
め
の
多
数
の
必
要
事
実
の
う
ち
、
会
社
設
立
の
意
思
表
示
が
基
本
的
に
は
ど
こ
に
要
求
さ
れ
る
か
を
実
定
法
上
確
か
め
る
こ
と
が
重
要
な
課
題

と
な
る
。

　
こ
の
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
設
立
に
関
し
て
法
の
定
め
る
各
種
の
手
続
は
、
無
論
準
則
主
義
の
も
と
で
は
殊
に
そ
の
一
体
性
が
強
調
さ
れ
て
よ

（
4
）く

、
そ
の
う
ち
ど
れ
一
つ
と
し
て
会
社
成
立
の
た
め
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
す
べ
て
が
全
く
同
じ
意
味
合
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
、
各
手
続
分
子
毎
に
会
社
成
立
へ
の
働
き
か
け
の
意
味
合
い
の
違
い
が
当
然
存
在
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
会
社
設
立
の

た
め
に
は
定
款
作
成
と
本
店
所
在
地
に
お
け
る
設
立
登
記
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
合
名
会
社
（
商
法
第
五
七
条
、
第
六
二
条
な
い
し
第
六
四
条
）
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

合
資
会
社
（
商
法
第
一
四
七
条
）
に
あ
つ
て
は
、
設
立
行
為
は
専
ら
定
款
作
成
と
し
て
発
現
す
る
と
い
う
従
来
か
ら
の
伝
統
的
な
定
説
的
見
解
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

充
分
の
理
由
が
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
株
式
会
社
の
場
合
に
は
、
そ
の
設
立
手
続
は
合
名
会
社
ま
た
は
合
資
会
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

場
合
ほ
ど
簡
単
で
は
な
く
、
殊
に
募
集
設
立
の
場
合
に
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
相
当
複
雑
な
手
続
が
商
法
上
要
求
さ
れ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、

　　　　　　　　　　　（5）（4）（3）（2）（1

の　（ロ）臼）

発
起
人
に
よ
る
定
款
の
作
成
（
第
一
六
六
条
）

公
証
人
に
よ
る
そ
の
認
証
（
第
一
六
七
条
）

株
式
発
行
事
項
の
決
定
（
第
一
六
八
条
ノ
ニ
）

各
発
起
人
に
よ
る
株
式
引
受
（
第
一
六
九
条
）

株
式
の
募
集
（
第
一
七
四
条
）

　
株
式
申
込
証
の
作
成
（
第
一
七
五
条
第
二
項
）

　
株
式
申
込
証
の
交
付
（
第
一
七
五
条
第
四
項
参
照
）

　
株
式
の
申
込
（
第
一
七
五
条
第
一
項
、
第
四
項
）

会
社
設
立
行
為
論

…
三

（
山
ハ
一
コ
ニ
）



　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
二
　
　
　
（
六
二
四
）

　
　
⇔
　
株
式
の
割
当
（
第
一
七
六
条
参
照
）

　
　
　
の
お
よ
び
◎
　
株
式
申
込
人
に
よ
る
株
式
引
受
（
第
一
七
四
条
、
第
一
七
六
条
、
第
一
七
七
条
参
照
）

　
⑥
　
株
金
の
払
込
（
第
一
七
七
条
）

　
ω
　
払
込
未
済
の
場
合
の
失
権
手
続
（
第
一
七
九
条
）

　
㈹
　
創
立
総
会
（
第
一
八
○
条
）

　
　
ω
　
招
集
（
第
一
八
O
条
第
一
項
）

　
　
＠
　
引
受
人
の
出
席
（
第
一
八
O
条
第
二
項
）

　
　
の
　
発
起
人
の
報
告
（
第
一
八
二
条
）

　
　
◎
　
取
締
役
・
監
査
役
の
選
任
（
第
一
八
三
条
）

　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
の
選
任
（
商
法
第
一
八
八
条
第
二
項
第
八
号
、
商
業
登
記
法
第
八
○
条
第
八
号
、
第
九
二
条
、
第
五
五
条
第
一
項
、
第
七
九
条
参
照
）

　
　
㈹
　
取
締
役
・
監
査
役
の
調
査
と
報
告
（
第
一
八
四
条
）

　
　
⑲
　
設
立
廃
止
の
決
議
の
な
い
こ
と
（
第
一
八
七
条
参
照
）

　
働
　
本
店
所
在
地
に
お
け
る
設
立
登
記
（
第
一
八
八
条
、
第
五
七
条
参
照
）

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
第
一
に
検
討
す
べ
ぎ
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
ま
ず
意
思
表
示
を
組
成
分
子
と
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
法
律
関

係
の
変
動
を
意
欲
し
、
そ
れ
を
表
示
す
る
こ
と
を
意
思
表
示
と
し
て
理
解
す
る
以
上
、
一
応
右
の
ω
、
㈲
、
㈲
の
の
、
㈲
の
◎
、
⑥
お
よ
び
ω
以

外
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
排
除
さ
れ
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
．
つ
ま
り
、
ま
ず
㈹
は
発
起
人
に
よ
る
定
款
作
成
と
い
う
事
実
と
そ
の
適
法
性
と
の

確
認
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
こ
乏
お
よ
び
そ
の
行
為
な
ら
び
に
直
接
の
効
果
（
確
認
）
が
公
法
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
⑥
、
⑥
の
⑳
、
⑥



　
　
　
　
（
9
）

の
＠
、
の
、
⇔
、
伽
　
お
よ
び
ゆ
は
事
実
行
為
で
あ
る
こ
と
さ
ら
、
に
ゆ
ぱ
公
法
上
の
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
伺
の
＠
は
株
式
申
込
人
の
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

終
的
な
意
思
表
示
を
誘
う
申
込
の
誘
引
と
み
る
べ
き
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
㈲
の
ω
は
意
思
な
い
し
は
観
念
の
通
知
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
し

て
㈹
の
＠
は
効
果
意
思
不
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
意
思
表
示
で
は
な
い
し
ま
た
そ
れ
を
含
む
も
の
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
㈲
は
払
込
の
た
め
の
金
銭
所
有
権
の
移
転
を
目
的
と
す
る
物
権
契
約
で
あ
り
、
ω
の
う
ち
賠
償
金
支
払
の
た
め
の
金
銭
所
有
権
移
転

を
目
的
と
す
る
物
権
契
約
に
つ
い
て
も
、
ま
た
ω
の
う
ち
失
権
通
知
に
つ
い
て
も
、
い
ず
れ
も
意
思
表
示
を
組
成
分
子
と
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ

ら
の
効
果
意
思
は
直
接
に
会
社
成
立
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
は
設
立
行
為
的
意
思
表
示
の
検
討
か
ら
は
除
外
し

て
差
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
．

　
そ
し
て
、
㈲
の
の
と
◎
と
は
両
者
相
ま
つ
て
株
式
引
受
を
構
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ω
の
う
ち
再
募
集
に
よ
る
株
式
引
受
は
こ
れ
に

含
め
う
る
か
ら
、
そ
の
結
果
、
設
立
行
為
的
意
思
表
示
を
含
む
か
否
か
、
そ
の
意
思
表
示
と
し
て
の
内
容
・
構
造
・
性
質
等
を
詳
細
に
検
討
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ぎ
も
の
は
、
結
局
、
定
款
作
成
、
発
起
人
に
よ
る
株
式
引
受
．
そ
れ
に
株
式
申
込
人
に
よ
る
株
式
引
受
の
三
老
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
こ
の
意
味

で
は
、
こ
れ
ま
で
株
式
会
社
に
つ
い
て
何
が
設
立
行
為
で
あ
る
か
に
関
し
、
多
く
が
、
株
式
引
受
を
定
款
作
成
と
共
に
、
あ
る
い
は
株
式
引
受
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

み
を
設
立
行
為
と
し
て
と
り
あ
げ
そ
の
性
質
を
論
じ
て
い
た
こ
と
に
は
、
全
く
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
．

　
し
か
し
、
は
た
し
て
株
式
引
受
は
会
社
設
立
の
意
思
表
示
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
か
．
も
し
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
合
名
会
社
お
よ
び
合
資
会
社
の
場
合
と
株
式
会
社
の
場
合
と
で
設
立
の
法
律
構
成
は
基
本
的
に
異
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
は
た
し
て

そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
1
）
　
八
木
・
前
掲
書
コ
九
頁
参
照
．

　
（
2
）
　
山
本
・
前
掲
論
文
・
法
協
六
二
巻
一
二
号
一
五
頁
．

　
（
3
）
　
西
本
・
前
掲
発
起
人
論
は
、
株
式
会
社
の
設
立
に
法
律
行
為
を
必
要
と
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
株
式
会
社
が
直
接
法
律
行
為
の
効
力
と
し
て
成
立
す
る
こ
と

　
　
を
意
味
し
な
い
（
一
二
四
頁
）
。
　
株
式
会
社
は
一
定
の
必
要
事
実
の
重
畳
に
よ
つ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
必
要
事
実
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
法
律
行
為
の
必
要
な
こ
と

　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
三
　
　
　
（
六
二
五
）



会
社
設
立
行
為
論

三
三
四

（
轟
ハ
一
＝
ハ
）

も
あ
れ
ば
、
創
立
総
会
に
お
け
る
株
式
引
受
人
の
出
席
、
発
起
人
の
報
告
な
ど
の
よ
う
な
事
実
行
為
、
あ
る
い
は
設
立
廃
止
の
決
議
の
な
い
こ
と
と
い
つ
た
不
作
為
を
必
要
と
す
る

も
の
も
あ
る
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
二
一
五
頁
～
一
二
六
頁
）
。

（
4
）
高
鳥
正
夫
「
会
社
設
立
行
為
の
法
律
構
成
」
　
（
以
下
、
前
掲
論
文
（
設
立
行
為
）
と
略
記
す
る
）
法
学
研
究
四
一
巻
三
号
五
頁
．
な
お
、
大
森
・
前
掲
論
文
一
四
六
頁
に
よ
れ

ば
、
　
「
各
行
為
は
そ
れ
自
体
と
し
て
完
結
的
な
意
味
を
有
せ
ず
、
全
体
的
な
設
立
手
続
の
一
段
階
と
し
て
、
他
の
諸
手
続
の
履
践
を
条
件
と
し
て
の
み
会
社
成
立
の
効
果
に
寄
与
す

　
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
る
。

（
5
）
　
服
部
・
前
掲
書
九
九
頁
。

（
6
）
　
服
部
・
前
掲
書
一
九
三
頁
。

（
7
）
　
も
つ
と
も
、
合
名
会
社
お
よ
び
合
資
会
社
の
場
合
、
設
立
手
続
と
し
て
現
行
商
法
の
規
定
す
る
も
の
は
、
直
接
的
に
は
定
款
作
成
と
設
立
登
記
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
昭
和
一

三
年
改
正
法
以
前
に
お
い
て
は
、
定
款
作
成
の
み
を
以
て
会
社
は
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
し
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
論
文
・
法
協
六
二
巻
一
二
号
二
七
頁
参

照
）
、
現
行
法
に
お
い
て
も
設
立
登
記
は
、
決
し
て
実
質
的
に
無
か
ら
有
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
く
、
　
そ
れ
以
前
の
手
続
の
履
践
に
よ
り
す
で
に
会
社
の
実
体
が
構
成
さ
れ
、

　
こ
れ
に
対
し
て
法
人
格
が
与
え
ら
れ
る
手
続
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
大
森
・
前
掲
論
文
一
四
三
頁
以
下
、
北
沢
正
啓
「
設
立
中
の
会
社
と
発
起
人
組
合
」
契
約
法
大
系
V

　
（
以
下
、
前
掲
論
文
（
大
系
）
と
略
記
す
る
）
一
〇
七
頁
以
下
、
大
隅
・
前
掲
論
文
四
二
頁
、
山
口
・
前
掲
論
文
・
綜
合
法
学
五
巻
六
号
五
二
頁
、
服
部
・
前
掲
書
｝
八
七
頁
）
、
は
た

し
て
会
社
の
実
体
は
社
団
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
社
団
と
は
何
か
、
ま
た
例
え
ば
合
名
会
社
は
い
か
な
る
構
造
の
性
質
を
も
つ
た
社
団
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
従
つ
て
定

款
作
成
と
実
体
形
成
と
の
関
連
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
．
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

（
8
）
　
商
法
に
は
直
接
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
他
に
発
起
人
間
の
協
定
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
発
起
人
組
合
契
約
も
問
題
と
な
り
う
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

（
9
）
　
た
だ
し
、
選
任
決
議
を
選
任
者
に
対
す
る
就
任
契
約
の
申
込
の
意
思
表
示
と
み
る
見
解
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
田
中
（
耕
）
・
改
正
会
社
法
概
論
五
六
二
頁
～
五
六
三
頁
、
同

　
「
合
併
決
議
に
於
け
る
当
事
会
社
議
決
権
の
排
除
」
同
・
商
法
学
特
殊
問
題
上
二
七
六
頁
）
。

（
1
0
）
　
た
だ
し
、
申
込
証
の
紙
の
所
有
権
ま
た
は
占
有
権
移
転
が
生
じ
う
る
と
す
れ
ば
、
物
権
契
約
上
の
意
思
表
示
が
認
め
ら
れ
う
る
が
、
そ
の
効
果
意
思
は
直
接
に
会
社
成
立
に
向

け
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
設
立
行
為
的
意
思
表
示
の
検
討
か
ら
は
除
外
す
る
。

（
n
）
　
服
部
・
前
掲
書
一
九
九
頁
。

（
1
2
）
　
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
．
津
田
・
前
掲
論
文
三
二
四
頁
註
ω
、
服
部
・
前
掲
書
一
九
九
頁
参
照
。

四
　
会
社
設
立
の
意
思
表
示

前
述
の
如
く
、
法
人
格
取
得
を
会
社
設
立
の
主
た
る
効
果
と
し
て
把
え
て
、
そ
の
法
律
効
果
は
設
立
手
続
中
に
な
さ
れ
る
当
事
者
の
意
思
表
示

の
効
果
意
思
に
相
応
す
る
効
果
と
み
る
べ
き
以
上
、
そ
の
意
思
表
示
は
】
体
会
社
設
立
過
程
中
い
か
な
る
形
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
．



　
ま
ず
民
法
上
の
公
益
社
団
法
人
の
設
立
行
為
（
法
律
要
件
）
ば
、
定
款
作
成
お
よ
び
主
務
官
庁
の
設
立
許
可
の
二
分
子
（
法
律
事
実
）
か
ら
成
り

（
民
法
第
三
四
条
、
第
三
七
条
）
、
当
事
者
の
意
思
表
示
な
い
L
法
律
行
為
の
面
か
ら
み
る
と
き
は
、
右
二
つ
の
組
成
分
子
の
う
ち
定
款
作
成
の
み
が
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

立
の
意
思
表
示
た
り
う
べ
く
、
従
つ
て
こ
の
意
思
表
示
を
不
可
欠
の
組
成
分
子
と
す
る
法
人
設
立
が
一
個
の
法
律
行
為
た
り
う
る
の
で
あ
つ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

従
つ
て
定
款
作
成
を
公
益
社
団
法
人
の
設
立
行
為
の
不
可
欠
の
組
成
分
子
た
る
意
思
表
示
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
異
論
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

ほ
ぼ
同
様
に
、
定
款
作
成
と
設
立
登
記
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
合
名
会
社
お
よ
び
合
資
会
社
に
あ
つ
て
も
、
そ
の
設
立
の
法
律
行
為
は
定
款
作
成

と
設
立
登
記
と
の
二
つ
の
組
成
分
子
か
ら
成
り
、
そ
の
う
ち
定
款
作
成
が
そ
の
設
立
の
意
思
表
示
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
認
め
て
よ
い
と
思
わ

　
（
3
）

れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
、
定
款
作
成
の
外
発
起
人
に
よ
る
株
式
引
受
さ
ら
に
は
株
式
申
込
人
に
よ
る
株
式
引
受
等
幾
多
の
関
係
者
の

行
為
を
必
要
と
す
る
た
め
、
定
款
作
成
だ
け
が
設
立
の
意
思
表
示
で
あ
る
か
に
つ
い
て
疑
を
容
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
．
そ
し
て
古
く
は
、
株
式
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

込
人
に
よ
る
株
式
引
受
こ
そ
が
設
立
行
為
と
考
え
ら
れ
た
が
、
現
在
で
は
、
定
款
の
作
成
お
よ
び
発
起
人
の
株
式
引
受
に
よ
つ
て
会
社
の
前
身
た

る
「
設
立
中
の
会
社
」
が
成
立
し
、
株
式
申
込
人
に
よ
る
株
式
引
受
は
こ
の
設
立
中
の
会
社
へ
の
入
社
契
約
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
的
見
解
と

　
　
　
　
（
5
）

な
つ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
株
式
引
受
人
は
会
社
設
立
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
主
体
的
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

在
で
は
な
く
、
設
立
行
為
の
主
体
は
発
起
人
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
．

　
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
次
に
検
討
を
要
す
る
こ
と
は
、
発
起
人
が
定
款
作
成
お
よ
び
株
式
引
受
の
両
者
に
お
い
て
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
す

る
も
の
と
認
め
う
る
か
ど
う
か
、
云
い
か
え
れ
ば
、
会
社
設
立
の
効
果
意
思
を
定
款
作
成
の
際
の
み
な
ら
ず
株
式
引
受
に
際
し
て
も
発
起
人
（
な

い
し
株
式
引
受
人
）
が
有
し
し
か
も
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
表
示
す
る
こ
と
を
、
法
律
が
会
社
成
立
の
た
め
不
可
欠
の
前
提
要
件
と
し
て
規

定
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。

O
　
定
款
作
成
の
構
造

　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
五
　
　
　
（
六
二
七
）



　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
六
　
　
　
（
六
二
八
）

　
ま
ず
、
定
款
作
成
の
性
質
に
つ
い
て
従
来
は
、
定
款
そ
の
も
の
を
会
社
の
組
織
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
根
本
規
則
で
あ
る
と
基
本
的
に
理
解
し

た
上
で
、
あ
る
い
は
『
合
名
会
社
に
お
け
る
と
異
り
、
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
定
款
の
作
成
は
そ
れ
だ
け
で
実
質
上
会
社
の
成
立
を
来
す
も
の

　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

で
は
な
く
、
従
つ
て
之
を
も
つ
て
設
立
行
為
の
全
部
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
．
た
だ
そ
れ
は
会
社
の
成
立
の
た
め
の
最
も
基
本
的
な
規
範
設
定

行
為
で
あ
り
、
発
起
人
の
会
社
設
立
意
思
の
具
現
行
為
と
し
て
、
設
立
行
為
の
重
要
な
一
部
を
な
す
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
そ
し
て

そ
の
窮
極
の
目
的
は
会
社
の
成
立
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
直
接
の
目
的
は
、
会
社
の
成
立
の
た
め
の
要
件
と
し
て
法
の
要
求
し
て
い
る
原

始
定
款
の
設
定
そ
の
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
原
始
定
款
の
設
定
と
い
う
効
果
は
、
複
数
の
発
起
人
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
。
同
一

内
容
の
、
特
定
の
相
手
方
の
な
い
一
方
的
意
思
表
示
の
合
致
に
よ
つ
て
発
生
す
る
．
そ
の
意
味
で
、
こ
の
定
款
設
定
行
為
自
体
は
…
…
合
同
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

に
属
す
る
と
い
つ
て
よ
い
』
と
い
う
風
に
説
明
さ
れ
、
あ
る
い
は
『
合
名
会
社
の
場
合
と
同
様
に
、
会
社
の
設
立
行
為
を
構
成
す
る
意
思
表
示
の

内
容
を
確
定
す
る
と
同
時
に
、
設
立
さ
る
べ
き
会
社
の
組
織
活
動
に
関
す
る
根
本
規
則
を
設
定
す
る
意
味
を
有
す
る
。
そ
し
て
株
式
会
社
の
設
立

に
あ
つ
て
は
、
社
員
た
る
べ
き
者
の
意
思
表
示
は
定
款
に
お
け
る
署
名
に
よ
つ
て
な
さ
れ
な
い
で
、
こ
れ
と
は
別
個
の
株
式
の
引
受
に
よ
つ
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！0
）

さ
れ
る
か
ら
、
定
款
の
作
成
は
こ
の
株
式
引
受
の
基
礎
を
確
定
す
る
行
為
た
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
』
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
『
発
起
人
は
設
立
を

目
的
と
し
て
定
款
を
作
成
す
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
設
立
の
意
思
は
究
極
の
目
的
で
あ
り
、
直
接
の
効
果
意
思
は
、
法
的
拘
束
力
を
も

つ
、
会
社
の
根
本
規
則
た
る
定
款
の
作
成
に
あ
り
、
こ
う
し
た
目
的
に
む
け
ら
れ
た
意
思
表
示
の
合
致
と
し
て
そ
れ
が
合
同
行
為
な
の
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

て
、
そ
れ
が
同
時
に
会
社
の
設
立
を
意
図
し
た
意
思
表
示
の
合
致
と
し
て
合
同
行
為
な
の
で
は
な
い
』
と
解
さ
れ
て
い
る
．

　
右
の
第
一
の
見
解
で
は
、
合
同
行
為
（
従
つ
て
法
律
行
為
）
と
さ
れ
る
定
款
設
定
行
為
の
効
果
意
思
が
会
社
成
立
と
根
本
規
則
設
定
と
の
両
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
伺
わ
れ
る
の
に
対
し
、
第
二
の
見
解
で
は
、
発
起
人
に
よ
る
株
式
の
引
受
が
『
定
款
所
定
の
組
織
を
有
す
る
会
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

設
立
に
引
受
書
面
に
定
め
る
出
資
を
も
つ
て
参
加
L
よ
う
と
す
る
旨
の
意
思
表
示
で
あ
』
り
、
『
こ
れ
が
合
致
し
て
会
社
の
設
立
行
為
を
な
す
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
定
款
の
作
成
は
『
設
立
行
為
を
構
成
す
る
意
思
表
示
の
内
容
を
確
定
す
る
』
に
過
ぎ
な
く
、
そ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
洛
》

れ
自
体
と
し
て
は
意
思
表
示
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
伺
わ
れ
、
従
つ
て
定
款
作
成
の
重
点
は
根
本
規
則
設
定
に
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
．
こ
れ
に
対
し
て
第
三
の
見
解
で
は
、
明
ら
か
に
、
定
款
作
成
の
効
果
意
思
を
根
本
規
則
の
設
定
の
み
に
向
け
ら
れ
る
も
の

と
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
定
款
作
成
の
み
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
そ
の
内
容
・
性
質
を
め
ぐ
つ
て
は
、
設
立
の
意
思
と
根
本
規
則
設
定
の
意
思
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
／
6
）

の
い
ず
れ
を
含
む
の
か
、
ま
た
両
者
を
含
む
の
か
、
そ
の
相
互
の
関
連
等
に
つ
き
必
ず
し
も
分
明
で
な
い
が
、
右
に
述
べ
た
見
解
ぱ
い
ず
れ
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

て
も
根
本
規
則
設
定
の
方
に
重
き
を
置
い
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
．

　
し
か
し
私
は
、
定
款
作
成
に
お
け
る
効
果
意
思
は
、
会
社
成
立
と
根
本
規
則
設
定
と
の
両
者
に
対
し
て
1
少
な
く
と
も
対
等
に
、
あ
る
い
は

む
し
ろ
前
者
の
方
に
重
点
を
置
い
て
ー
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
つ
て
い
る
．
何
故
な
ら
、
株
式
引
受
は
、
詳
細
は

後
述
す
る
が
、
た
と
え
発
起
人
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
自
体
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
含
む
こ
と
を
不
可
欠
の
要
件
と
し

て
法
律
は
要
求
し
て
い
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
株
式
会
社
に
あ
つ
て
も
、
他
の
種
類
の
会
社
お
よ
び
社
団
法
人
の
場
合
と
同
様
に
、
会
社
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

立
の
意
思
表
示
は
定
款
作
成
そ
の
も
の
に
求
め
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
．

　
法
は
す
べ
て
の
種
類
の
会
社
お
よ
び
社
団
法
人
設
立
の
た
め
の
不
可
欠
の
要
件
と
し
て
定
款
作
成
を
要
求
し
て
い
る
。
勿
論
そ
の
外
に
、
主
務

官
庁
の
設
立
許
可
で
あ
る
と
か
（
公
益
法
人
に
つ
き
民
法
第
三
四
条
）
、
設
立
登
記
で
あ
る
と
か
（
会
社
に
つ
ぎ
商
法
第
五
七
条
、
有
限
会
社
法
第
四
条
）
、

さ
ら
に
は
株
式
引
受
（
株
式
会
社
に
つ
き
商
法
第
一
六
九
条
、
第
一
七
四
条
以
下
）
、
払
込
（
第
一
七
〇
条
、
第
一
七
七
条
以
下
、
有
限
会
社
法
第
二
一
条
）
等

々
の
要
件
が
法
定
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
種
類
の
会
社
お
よ
び
社
団
法
人
に
例
外
な
く
共
通
す
る
唯
一
の
要
件
は
定
款
作
成
に
外
な

ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
法
が
す
べ
て
の
種
類
の
会
社
お
よ
び
社
団
法
人
の
設
立
に
際
し
て
設
立
者
な
い
し
発
起
人
に
定
款
を
作
成
さ
せ
る

趣
旨
は
、
単
に
、
一
定
の
事
項
を
記
載
し
た
文
書
作
成
の
事
務
を
担
当
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
設
立
に
関
す
る
責
任
を

負
担
す
る
こ
と
を
意
欲
し
こ
れ
を
表
示
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、
一
定
の
事
業
を
営
む
一
つ
の
組
織
体
を
会
社
な
い
し
は
公
益
社
団
と

　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
七
　
　
　
（
六
二
九
）



　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
八
　
　
　
（
六
三
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

し
て
法
人
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
設
立
の
意
思
表
示
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
従
つ
て
そ
れ
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
（
2
1
）

も
そ
う
い
う
文
書
作
成
と
い
う
肉
体
的
な
作
業
そ
の
も
の
が
法
律
的
に
意
味
を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
て
、
法
人
設
立
の
意
思
、
つ
ま
り
そ
の
文
書

に
も
ら
れ
た
意
味
内
容
の
組
織
を
も
つ
会
社
な
い
し
社
団
法
人
を
設
立
し
よ
う
、
そ
う
い
う
組
織
を
も
つ
会
社
な
い
し
社
団
を
法
人
に
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箆
）

い
う
法
人
設
立
の
意
思
が
そ
こ
に
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
う
と
す
れ
ば
、
定
款
作
成
に
お
け
る
効
果
意
思
は
、
会
社
の
根
本
規
則
の
設
定
の
み
に
向
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
会
社
の
根
本

規
定
の
設
定
と
会
社
設
立
と
の
両
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
両
者
の
相
互
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
．
定
款
の

内
容
と
な
つ
て
い
る
根
本
規
則
は
、
そ
の
う
ち
主
要
な
も
の
が
法
定
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
基
本
的
に
は
設
立
者
の
構
想
し
意
欲
す

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
成
立
後
の
会
社
の
組
織
や
運
営
に
関
し
て
根
本
規
範
た
る
効
力
を
生
ず
る
の
は
、
当
事
者
の
表
示
し
た
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盤
）

果
意
思
に
法
が
効
力
を
与
え
る
も
の
と
考
え
う
る
か
ら
、
根
本
規
則
の
設
定
自
体
は
独
立
の
意
思
表
示
な
い
し
法
律
行
為
た
り
う
る
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
な
ら
ば
、
定
款
作
成
は
、
将
来
の
会
社
の
根
本
規
則
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
意
思
表
示
と
そ
の
よ
う
な
組
織
を
も
つ
会
社
を
設
立
し
よ

う
と
す
る
意
思
表
示
と
の
両
者
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
見
方
を
か
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
二
種
の
意
欲
は
一
個
の
効
果

意
思
の
全
面
と
一
側
面
（
全
体
と
部
分
）
に
過
ぎ
な
い
、
あ
る
い
は
一
個
の
効
果
意
思
の
主
眼
点
と
附
随
点
と
に
過
ぎ
な
い
と
も
云
え
る
で
あ
ろ

う
．
つ
ま
り
、
定
款
作
成
の
効
果
意
思
は
、
そ
こ
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
組
織
や
運
営
規
範
を
も
つ
会
社
の
成
立
に
向
け
ら
れ
て
い
る
、
云

い
か
え
れ
ば
会
社
設
立
の
意
思
表
示
の
内
容
限
定
と
し
て
そ
の
組
織
や
運
営
に
関
す
る
根
本
規
範
の
確
定
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で

き
る
で
あ
ろ
う
．

　
会
社
な
い
し
社
団
法
人
の
設
立
に
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
定
款
の
作
成
が
、
書
面
行
為
で
あ
り
記
載
事
項
も
最
低
限
が
法
定

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
要
式
行
為
で
あ
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
右
に
述
べ
た
二
通
り
の
把
え
方
の
う
ち
後
者
の
方
が
よ
り
自
然
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

あ
り
妥
当
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
定
款
作
成
に
お
け
る
効
果
意
思
と
し
て
は
、
前
述
の
通
説
の
よ
う
に
根
本
規
則



設
定
の
方
に
重
き
を
置
く
の
で
ば
な
く
て
、
む
し
ろ
会
社
設
立
の
方
に
こ
そ
重
点
を
置
い
て
理
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
会
社
設
立
の
意
思
表
示
は
、
株
式
会
社
の
場
合
に
お
い
て
も
、
他
の
種
類
の
会
社
お
よ
び
社
団
法
人
の
場
合
と
同
様
に
、
発
起
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

に
よ
る
定
款
作
成
と
い
う
形
で
法
律
が
捉
え
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．
芳
、
し
て
こ
の
こ
と
は
、
実
際
上
会
社
設
立
の
諸
手
続
が
発
起
人

の
設
立
の
意
図
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
実
態
と
よ
く
適
合
す
る
の
み
な
ら
ず
、
法
律
上
発
起
人
の
意
義
を
定
め
、
そ
の
者
に
対
し
て
会

社
設
立
に
関
す
る
重
要
な
地
位
、
従
つ
て
重
要
な
職
務
権
限
と
重
大
な
責
任
と
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
実
質
的
な
意
味
合
い
を
よ
く
理
解
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

せ
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⇔
　
株
式
引
受
の
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
（
貿
）

　
と
こ
ろ
で
、
株
式
引
受
の
構
造
・
性
質
等
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
通
り
、
従
来
か
ら
議
論
が
沸
騰
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
遺
憾
な
が
ら
現
在
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

お
定
説
的
見
解
を
み
る
に
到
つ
て
い
な
い
．

　
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
べ
き
問
題
の
核
心
は
、
会
社
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
株
式
引
受
に
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
含
む
こ
と
を
法
律
が
不
可
欠

の
要
件
と
し
て
要
求
し
て
い
る
か
否
か
、
発
起
人
に
よ
る
場
合
と
株
式
申
込
人
に
よ
る
場
合
と
で
法
律
は
差
異
を
設
け
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

思
わ
れ
る
．
こ
の
見
地
か
ら
従
来
の
学
説
を
検
討
し
て
み
る
と
、
第
一
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
株
式
引
受
（
ま
た
は
株
式
の
申
込
）
が
、
発
起
人
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

る
と
株
式
申
込
人
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
含
む
も
の
と
み
る
．
第
二
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

株
式
引
受
は
、
発
起
人
に
よ
る
場
合
に
の
み
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
含
み
．
株
式
申
込
人
に
よ
る
場
合
に
は
設
立
中
の
会
社
へ
の
入
社
契
約
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

あ
つ
て
設
立
の
意
思
表
示
を
含
ま
な
い
と
み
る
．
第
三
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
株
式
引
受
は
、
発
起
人
に
よ
る
と
株
式
申
込
人
に
よ
る
と
を
問
わ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
含
ま
な
い
と
み
る
。
は
た
し
て
、
わ
が
現
行
商
法
で
は
、
株
式
引
受
に
お
い
て
当
事
者

ば
会
社
設
立
の
効
果
意
思
を
決
定
・
表
示
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
．

　
ま
ず
発
起
人
に
よ
る
株
式
引
受
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
会
社
設
立
に
あ
た
つ
て
は
、
設
立
企
画
者
相
互
の
間
に
は
、
設
立
し
よ
う
と
す
る

　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
九
　
　
　
（
六
三
一
）



　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
〇
　
　
　
（
六
三
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

会
社
の
組
織
・
運
営
、
設
立
準
備
等
に
つ
き
何
ら
か
の
協
定
・
合
意
が
予
め
な
さ
れ
る
の
を
常
と
す
る
。
従
つ
て
、
そ
の
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
発

起
人
と
し
て
ど
れ
だ
け
の
株
式
を
引
受
け
る
つ
も
り
で
あ
る
か
、
云
い
か
え
れ
ば
発
起
人
と
し
て
ど
れ
だ
け
の
出
資
を
し
て
ど
れ
だ
け
の
株
式
を

取
得
す
る
つ
も
り
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
、
発
起
人
相
互
間
に
お
け
る
右
の
協
定
・
合
意
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
発
起
人
組
合
契
約
の
中
に
定
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

れ
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
．
た
だ
こ
の
発
起
人
組
合
契
約
に
お
け
る
出
資
な
ら
び
に
株
式
割
当
の
条
項
は
そ
れ
自
体
株
式
引
受
た
る
も
の
で
は
な

く
、
い
わ
ば
発
起
人
間
の
株
式
引
受
予
約
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
商
法
は
、
会
社
設
立
に
際
し
て
の
出
資
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
は
、
定
款
（
合

名
会
社
・
合
資
会
社
に
つ
き
第
六
三
条
第
五
号
、
第
一
四
八
条
、
有
限
会
社
に
つ
き
有
限
会
社
法
第
六
条
）
ま
た
は
書
面
（
株
式
会
社
に
つ
き
第
一
六
九
条
、
な

お
第
一
七
五
条
参
照
）
に
そ
の
内
容
な
い
し
数
額
等
を
記
載
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
か
ら
、
株
式
会
社
の
場
合
発
起
人
に
よ
る
株
式
引
受
は
書
面

に
よ
る
要
式
行
為
と
い
う
わ
け
で
、
つ
ま
り
正
式
の
（
予
約
の
あ
る
場
合
の
そ
の
履
行
行
為
と
し
て
の
）
株
式
引
受
に
関
す
る
効
果
意
思
は
、
い
わ
ゆ

る
「
引
受
け
を
証
す
る
書
面
」
（
商
業
登
記
法
第
八
○
条
第
二
号
、
商
法
第
一
六
九
条
参
照
）
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

従
つ
て
そ
こ
に
お
い
て
は
、
会
社
の
成
立
を
予
定
し
そ
れ
を
当
然
の
前
提
と
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
発
起
人
と
し
て
は
そ
の
引
受
書
面
の
作
成

行
為
に
お
い
て
株
式
引
受
に
関
す
る
記
載
が
要
求
さ
れ
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
こ
の
記
載
と
共
に
も
し
く
は
こ
の
記
載
を
さ
し
お
い
て
専
ら
、
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
3
5
）
（
36
〉

設
立
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
を
商
法
が
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
会
社
設
立
の
意
思
表
示
は
発
起
人
が
定
款

作
成
と
い
う
要
式
行
為
に
お
い
て
な
す
べ
き
こ
と
を
既
に
法
律
が
不
可
欠
の
要
件
と
し
て
要
求
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
に
加
え
て
さ
ら
に
法
律
が
株
式
引
受
に
際
し
て
会
社
設
立
の
効
果
意
思
を
表
示
す
べ
き
こ
と
を
再
び
繰
り
返
し
て
不
可
欠
的
に
要
求
す
る
必
要

　
　
　
　
（
3
7
）

は
全
く
な
い
．
法
が
そ
の
様
な
無
用
の
重
複
を
制
度
と
し
て
要
求
し
て
い
る
も
の
と
は
到
底
解
し
難
い
．
要
す
る
に
株
式
引
受
は
、
一
定
の
引
受

　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
　
　
（
4
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

価
額
を
（
設
立
さ
れ
る
）
会
社
に
出
資
し
て
そ
の
会
社
の
発
行
す
る
株
式
を
原
始
的
に
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
行
為
で
あ
る
．
そ
の
効

果
意
思
の
内
容
は
、
一
定
額
の
出
資
と
一
定
数
の
株
式
の
原
始
取
得
と
が
、
具
体
的
に
云
え
ば
引
受
人
と
し
て
の
義
務
（
引
受
価
額
払
込
の
義
務
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

負
担
と
権
利
（
株
式
引
受
に
因
る
株
利
・
第
一
九
〇
条
参
照
）
取
得
と
が
対
価
的
牽
連
関
係
と
L
て
あ
る
だ
け
で
、
こ
の
出
資
約
束
と
こ
れ
に
応
ず
る
株



式
原
始
取
得
と
が
最
低
限
意
欲
表
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
法
律
上
株
式
引
受
が
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
。
発
起
人
は
書
面
に
よ
り
右
の
内
容
を
も
つ
意

思
表
示
を
な
す
こ
と
を
設
立
手
続
上
要
求
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
は
発
起
人
の
株
式
引
受
に
つ
い
て
は
何
も
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

こ
の
書
面
に
会
社
設
立
の
効
果
意
思
の
記
載
を
含
む
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
．

　
同
様
に
、
株
式
申
込
人
に
よ
る
株
式
引
受
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
そ
こ
に
会
社
設
立
の
効
果
意
思
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
法
律
が
要
求
し
て

い
る
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
株
式
申
込
人
と
発
起
人
と
の
間
に
株
式
申
込
の
意
思
表
示
と
そ
れ
に
対
す
る
割
当
の
意
思
表
示
と
が

な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
ず
、
法
定
要
件
を
具
え
た
株
式
申
込
証
を
用
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
要
式
行
為

た
る
株
式
申
込
の
意
思
表
示
に
あ
つ
て
も
、
そ
の
効
果
意
思
は
そ
の
会
社
の
株
式
を
何
株
引
受
け
た
い
と
い
う
こ
と
（
商
法
第
一
七
五
条
第
一
項
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

そ
し
て
場
合
に
よ
つ
て
は
額
面
・
無
額
面
の
別
、
種
類
、
引
受
価
額
等
も
含
ま
れ
る
．
第
一
七
五
条
第
三
項
参
照
）
の
み
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

れ
に
対
す
る
割
当
の
意
思
表
示
に
あ
つ
て
も
、
そ
の
申
込
を
承
認
す
る
か
否
か
、
何
株
引
受
け
さ
せ
る
か
（
第
一
七
六
条
参
照
）
に
向
け
ら
れ
て
い

　
　
　
　
（
4
6
）

る
に
過
ぎ
な
い
．
つ
ま
り
、
一
定
数
の
株
式
の
原
始
取
得
と
一
定
額
の
出
資
と
が
対
価
的
に
効
果
意
思
の
内
容
を
な
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ

の
株
式
申
込
人
に
よ
る
株
式
引
受
も
先
に
述
べ
た
発
起
人
に
よ
る
そ
れ
と
何
ら
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
．
も
と
よ
り
株
式
申
込
証
の
法
定
記
載
事
項

の
中
に
は
定
款
の
法
定
記
載
事
項
も
含
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
（
第
一
七
五
条
第
二
項
）
、
こ
れ
は
専
ら
申
込
人
に
誤
解
な
ぎ
よ
う
会
社
の
組
織
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

す
る
重
要
事
項
を
予
め
発
起
人
か
ら
申
込
人
に
向
つ
て
開
示
、
了
知
せ
し
め
る
た
め
で
あ
つ
て
、
決
し
て
申
込
人
を
し
て
こ
の
記
載
通
り
の
意
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

を
決
定
し
て
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
な
さ
し
め
る
意
味
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
．
少
な
く
と
も
申
込
人
に
か
か
る
意
思
が
な

く
て
も
株
式
引
受
の
成
立
お
よ
び
効
力
に
何
の
障
害
も
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
、
株
式
引
受
は
、
申
込
と
割
当
と
の
二
個
の
意
思
表
示
か
ら
成
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
体
完
成
し
た
一
個
の
法
律
行
為
で
あ
り
、
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
や

も
そ
れ
は
特
定
の
引
受
人
と
発
起
人
と
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
引
受
人
の
人
数
だ
け
の
複
数
の
法
律
行
為
が
成
立
す
る
。
そ
の
有
効
・
無
効

は
独
立
し
て
き
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
株
式
引
受
が
全
体
と
し
て
一
括
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
し
か
も
特
定
の
株
式

　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
一
　
　
　
（
六
三
三
）



　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
二
　
　
　
（
六
三
四
）

引
受
の
無
効
は
当
該
引
受
人
が
払
込
義
務
を
負
わ
ず
か
つ
株
式
を
取
得
し
な
い
だ
げ
で
．
直
接
的
に
会
社
が
成
立
し
な
い
と
か
設
立
無
効
で
あ
る

と
か
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
要
す
る
に
、
株
式
引
受
は
、
発
起
人
に
よ
る
場
合
で
あ
る
と
株
式
申
込
人
に
よ
る
場
合
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

社
設
立
の
意
思
表
示
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
含
む
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
も
な
い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま

ず
株
式
引
受
に
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
含
む
こ
と
を
法
律
は
不
可
欠
的
に
要
求
し
な
い
と
い
う
点
で
、
先
に
述
べ
た
第
一
の
見
解
は
勿
論
の
こ

と
、
第
二
の
見
解
に
対
し
て
も
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
次
に
第
二
の
見
解
に
対
し
て
は
、
株
式
申
込
人
に
よ
る
株
式
引
受
が
設
立
中
の
会

社
へ
の
入
社
契
約
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
も
賛
成
で
き
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
第
三
の
見
解
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
第
一
に
株
式
引
受
を
発
起
人
に
よ
る
場
合
と
株
式
申
込
人
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

る
場
合
と
で
そ
の
性
質
を
全
く
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
み
る
点
、
お
よ
び
第
二
に
そ
れ
が
設
立
の
意
思
表
示
を
含
む
も
の
で
は
な
い
と
み
る

点
に
お
い
て
、
そ
の
限
り
で
こ
れ
に
賛
成
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
を
と
る
者
も
細
部
に
わ
た
つ
て
は
そ
の
理
論
構
成
が
必
ず
し
も
一
様
で

は
な
い
．
そ
の
う
ち
ま
ず
設
立
行
為
と
い
う
観
念
自
体
を
認
め
な
い
見
解
に
首
肯
で
き
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
。
次
に
株
式
引
受
を
入
社
契
約
と

み
る
見
解
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
．
前
述
の
よ
う
に
、
株
式
引
受
に
お
い
て
は
、
設
立
さ
れ
る
会
社
へ
の
一
定
額
の
出
資
と
そ
れ
に
応
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

た
株
式
の
取
得
と
が
効
果
意
思
の
内
容
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
そ
れ
だ
け
で
充
分
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
さ
ら
に
、
設
立
中
の
会
社
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ち

あ
れ
将
来
の
会
社
で
あ
れ
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
入
社
と
い
う
こ
と
ま
で
そ
の
効
果
意
思
の
内
容
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
解

　
　
（
5
2
）

し
難
い
。
あ
る
い
は
、
設
立
さ
れ
る
会
社
へ
の
一
定
額
の
出
資
と
そ
れ
に
応
じ
た
株
式
の
取
得
と
を
社
員
権
－
社
員
と
し
て
有
す
る
基
礎
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

法
律
関
係
1
の
取
得
と
し
て
把
え
、
こ
れ
を
「
将
来
の
会
社
へ
の
入
社
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
既
に
用
語
の
間
題
で
あ
つ

て
、
実
体
論
で
は
な
い
。
そ
れ
を
将
来
の
会
社
へ
の
入
社
と
い
う
代
り
に
、
例
え
ば
株
式
引
受
人
と
し
て
の
地
位
な
い
し
権
利
義
務
の
取
得
と
呼

び
か
え
て
も
よ
い
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



　
以
上
を
要
す
る
に
、
株
式
引
受
は
、
株
式
申
込
人
に
よ
る
場
合
ば
勿
論
、
発
起
人
に
よ
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
会
社
設
立
の
意
思
表
示
で
も
な

け
れ
ば
そ
れ
を
含
む
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
も
な
い
．
こ
の
こ
と
は
、
会
社
設
立
の
諸
手
続
が
発
起
人
の
定
款
作
成
を
出
発
点
と
し
、
そ
れ
を
軸

　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

と
し
て
進
め
ら
れ
、
従
つ
て
こ
の
意
味
で
発
起
人
だ
け
が
設
立
行
為
の
主
体
で
あ
り
、
株
式
引
受
人
は
そ
れ
に
当
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
定
款
作
成
の
形
で
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
な
し
た
表
意
者
た
る
発
起
人
（
自
己
の
意
思
で
会
社

を
成
立
せ
し
め
ん
と
欲
し
て
い
る
者
）
だ
け
が
、
商
法
上
会
社
設
立
に
関
す
る
重
要
な
地
位
、
殊
に
重
大
な
責
任
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

一
般
の
株
式
引
受
人
（
会
社
の
成
否
は
自
己
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
）
に
は
、
殊
に
会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
い
て
さ
え
（
商
法
第
一
九
四
条
参

照
）
、
発
起
人
の
よ
う
な
重
い
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
よ
く
説
明
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
西
本
・
前
掲
発
起
人
論
四
八
頁
、
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
七
三
頁
。

　
（
2
）
　
川
島
・
前
掲
民
法
㊧
二
四
六
頁
。

　
（
3
）
　
松
本
丞
…
治
・
日
本
会
社
法
論
四
八
一
頁
、
六
一
三
頁
、
西
本
・
前
掲
発
起
人
論
四
八
頁
、
同
・
会
社
法
八
五
頁
、
原
田
博
治
・
株
式
会
社
設
立
論
一
一
七
頁
～
一
一
八
頁
．
な

　
　
お
、
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
七
二
頁
以
下
は
、
合
名
会
社
・
会
資
会
社
の
定
款
作
成
を
一
面
会
社
設
立
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
他
、
面
入
社
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
．
た

　
　
だ
し
、
田
中
（
耕
）
・
前
掲
書
一
〇
五
頁
、
田
中
（
誠
）
・
前
掲
書
下
九
〇
八
頁
に
よ
れ
ば
、
定
款
作
成
は
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
設
立
行
為
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
両
者
は

　
　
別
の
行
為
で
あ
る
旨
説
か
れ
て
い
る
。

　
（
4
）
　
従
来
、
株
式
引
受
の
性
質
が
大
い
に
議
論
さ
れ
た
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
森
・
前
掲
論
文
一
四
八
頁
註
⑥
お
よ
び
服
部
・
前
掲
書
二
〇
一
頁
註
⑥
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
文

　
　
献
参
照
）
が
、
そ
れ
が
設
立
行
為
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
．
高
鳥
正
夫
「
発
起
人
の
法
律
上
の
地
位
」
（
以
下
、
前
掲
論
文
（
発
起
人
）
と
略
記
す
る
）
法
学
研
究
三
八
巻
一
二
号

　
　
二
四
頁
註
ω
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
参
照
．

　
（
5
）
　
松
本
丞
州
治
「
会
社
設
立
行
為
性
質
論
」
同
・
私
法
論
文
集
二
巻
（
以
下
、
前
掲
論
文
（
性
質
論
）
と
略
記
す
る
）
六
三
五
頁
、
大
隅
・
前
掲
論
文
三
九
頁
以
下
、
大
森
・
前
掲

　
　
論
文
一
九
二
頁
、
二
〇
一
頁
註
㈲
、
服
部
・
前
掲
書
一
九
九
頁
等
参
照
．

　
　
（
6
）
　
大
森
・
前
掲
論
文
一
四
七
頁
～
一
四
八
頁
、
服
部
・
前
掲
書
二
〇
〇
頁
．

　
　
（
7
）
　
松
本
・
前
掲
論
文
（
性
質
論
）
六
三
五
頁
．

　
（
8
）
　
松
本
・
前
掲
論
文
へ
性
質
論
）
六
三
五
頁
～
六
三
八
頁
に
よ
れ
ば
、
定
款
作
成
と
株
式
引
受
と
が
合
し
て
初
め
て
会
社
設
立
行
為
の
全
体
を
形
成
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
原
田
・

　
　
前
掲
書
一
一
八
頁
以
下
は
、
　
「
発
起
人
ガ
定
款
ノ
作
成
ニ
ヨ
リ
テ
表
示
シ
タ
ル
一
方
的
意
思
表
示
及
発
起
人
ガ
株
式
ノ
引
受
ト
共
二
又
ハ
株
式
引
受
人
ガ
株
式
ノ
申
込
ト
共
二
為
シ

　
　
タ
ル
一
方
的
ノ
意
思
表
示
ガ
綜
合
シ
テ
絃
二
会
社
設
立
行
為
ヲ
構
成
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
」
と
さ
れ
て
い
る
．

　
　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
三
　
　
　
（
六
三
五
）



会
社
設
立
行
為
論

三
四
四

（
山
ハ
一
二
山
ハ
）

（
9
）
　
松
本
・
前
掲
論
文
（
性
質
論
）
六
三
五
頁
、
同
・
前
掲
書
コ
三
頁
、
大
森
・
前
掲
書
一
六
一
頁
。

（
1
0
）
　
大
隅
健
一
郎
・
全
訂
会
社
法
論
上
一
五
九
頁
。

（
1
1
）
　
八
木
・
前
掲
書
一
二
〇
頁
、
一
二
七
頁
、
な
お
、
平
出
・
前
掲
書
一
四
五
頁
も
「
会
社
の
根
本
規
則
を
設
定
す
る
行
為
と
し
て
合
同
行
為
に
属
」
す
る
も
の
と
云
わ
れ
て
い
る
．

（
1
2
）
　
大
森
・
前
掲
論
文
一
七
五
頁
、
八
木
、
前
掲
書
一
二
〇
頁
参
照
。
た
だ
し
、
窮
極
の
目
的
と
い
い
直
接
の
目
的
と
い
わ
れ
る
両
者
の
関
連
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
殊

に
、
発
起
人
の
株
式
引
受
が
「
窮
極
に
お
い
て
は
発
起
人
の
会
社
設
立
行
為
の
実
現
行
為
た
る
性
質
を
も
つ
て
い
る
と
は
云
い
う
る
が
、
し
か
し
そ
の
株
式
引
受
行
為
そ
の
こ
と
の

直
接
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
設
立
さ
れ
る
会
社
の
一
構
成
員
と
し
て
の
権
利
義
務
を
取
得
し
負
担
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
募
集
設
立
に
お
け
る
株
式
申
込
人
の
株
式

引
受
と
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
大
森
・
前
掲
論
文
一
七
五
頁
）
と
云
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
定
款
作
成
に
つ
い
て
は
、
次
に
述
べ
る
第
二
の
見
解
と
同
様

望蓼醤甚醤に四
号
六
四
頁
、

　
学
五
巻
六
号
五
四
頁
。

（
1
8
）
　
津
田
・
前
掲
論
文
三
二
四
頁
、
三
四
九
頁
、
同
「
発
起
人
の
意
義
」
会
社
判
例
百
選
一
三
頁
、
同
・
前
掲
書
九
〇
頁
、
高
鳥
・
前
掲
論
文
（
発
起
人
）
法
学
研
究
三
八
巻
一
二

号
二
三
頁
～
二
四
頁
、
同
・
前
掲
論
文
（
設
立
行
為
）
法
学
研
究
四
一
巻
三
号
三
頁
。

（
1
9
）
　
西
本
・
前
掲
発
起
人
論
九
頁
参
照
。

（
2
0
）
　
津
田
・
前
掲
発
起
人
の
意
義
一
三
頁
は
、
定
款
へ
の
署
名
が
単
な
る
形
式
上
の
筆
記
の
動
作
と
み
る
べ
ぎ
で
は
な
く
、
定
款
の
内
容
を
発
起
人
自
ら
の
意
思
表
示
の
内
容
と
し

て
決
定
発
表
す
る
た
め
の
方
式
で
あ
る
旨
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

（
2
1
）
　
会
社
の
場
合
要
求
さ
れ
て
い
る
定
款
へ
の
署
名
行
為
に
つ
い
て
、
平
出
・
前
掲
書
一
四
五
頁
は
、
　
「
発
起
人
に
よ
る
定
款
へ
の
署
名
行
為
は
、
署
名
行
為
自
体
と
し
て
は
、
根

本
規
則
の
設
定
行
為
た
る
自
己
の
意
思
表
示
の
内
容
が
書
面
た
る
定
款
に
記
載
さ
れ
た
ご
と
き
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
と
こ
ろ
の
一
種
の
事
実
行
為
で
あ
る
．
し
か

し
、
発
起
人
に
よ
る
根
本
規
則
の
設
定
行
為
は
、
商
法
所
定
の
方
式
に
よ
り
署
名
を
要
件
と
す
る
要
式
の
書
面
行
為
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
か
か
る
書
面
た
る
定
款
の
作
成
行
為
と

し
て
、
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
し
た
が
つ
て
、
定
款
へ
の
署
名
に
よ
つ
て
定
款
の
作
成
行
為
が
完
了
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
局
、
か
か
る
署
名
行
為
と
定
款
作
成
行
為
と
は

同
視
さ
れ
」
　
「
定
款
作
成
行
為
と
定
款
へ
の
署
名
の
関
係
は
、
手
形
行
為
と
手
形
へ
の
署
名
の
関
係
と
同
様
に
解
さ
れ
る
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　
　
な
お
、
公
益
社
団
法
人
の
場
合
、
定
款
に
は
設
立
者
の
署
名
は
要
求
さ
れ
て
は
い
な
い
（
民
法
第
三
七
条
、
大
判
・
大
二
丁
五
・
一
、
民
集
二
・
二
八
九
参
照
）
．
　
一
般
に
書

面
行
為
で
は
、
書
面
作
成
者
の
署
名
を
要
求
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
（
例
え
ば
遺
言
に
関
す
る
民
法
第
九
六
〇
条
、
第
九
六
七
条
以
下
参
照
）
、
　
必
ず
し
も
絶
対
の
要
件
で
な

根
本
規
則
の
設
定
に
重
点
を
お
い
て
い
る
よ
う
に
も
伺
え
る
．

大
隅
・
前
掲
書
一
七
七
頁
．

大
隅
・
前
掲
書
一
五
九
頁
、
五
一
頁
．

中
西
正
明
「
商
法
第
一
六
六
条
に
関
す
る
注
釈
一
四
」
注
釈
会
社
法
二
巻
株
式
会
社
の
設
立
五
九
頁
。

八
木
・
前
掲
書
二
一
〇
頁
．

田
中
（
耕
）
、
前
掲
書
二
四
五
頁
、
鈴
木
竹
雄
・
新
版
会
社
法
四
四
頁
、
北
沢
正
啓
「
設
立
中
の
会
社
の
活
動
範
囲
」
（
以
下
、
前
掲
論
文
（
活
動
範
囲
）
と
略
記
す
る
）

　
　
　
　
同
・
前
掲
論
文
（
大
系
）
コ
六
頁
、
同
「
商
法
第
一
六
五
条
に
関
す
る
注
釈
二
六
」
注
釈
会
社
法
二
巻
株
式
会
社
の
設
立
四
八
頁
、
山
口
・
前
掲
論
文

私
法
一

綜
合
法



　
い
場
合
も
あ
る
（
例
え
ば
書
面
に
よ
る
贈
与
、
民
法
第
五
五
〇
条
参
照
）
．

（
2
2
）
　
合
名
会
社
に
お
け
る
定
款
作
成
に
つ
い
て
、
大
隅
・
前
掲
書
五
一
頁
は
、
定
款
へ
の
「
署
名
の
も
つ
意
味
は
、
一
方
に
お
い
て
設
立
さ
る
べ
ぎ
会
社
の
根
本
規
則
た
る
定
款
を

確
認
す
る
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
そ
の
定
款
所
定
の
組
織
を
有
す
る
会
社
を
設
立
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
な
す
こ
と
に
あ
る
」
と
云
わ
れ
て
い
る
．
私
は
、
同
帳
の
理
解
を
す

　
べ
て
の
種
類
の
会
社
お
よ
び
社
団
法
人
に
つ
い
て
、
従
つ
て
株
式
会
社
に
つ
い
て
も
し
よ
う
と
い
う
も
の
て
あ
る
．
勿
論
、
株
式
会
社
以
外
の
会
社
お
よ
び
社
団
法
人
に
あ
つ
て

は
、
定
款
作
成
は
併
せ
て
社
員
の
出
資
の
約
束
を
含
む
た
め
に
（
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
七
二
頁
～
一
七
三
頁
に
よ
れ
ば
、
合
名
会
社
の
定
赦
作
成
は
一
而
設
立
行
為

　
で
あ
る
と
同
時
に
他
面
入
社
行
為
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
）
、
　
他
面
こ
の
意
思
表
示
な
い
し
法
律
行
為
の
性
質
が
問
題
と
な
り
う
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
．

（
2
3
）
　
西
本
・
前
掲
発
起
人
論
五
二
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
　
「
定
款
の
作
成
は
夫
れ
自
体
の
み
を
株
式
の
引
受
と
分
離
し
て
考
ふ
る
も
亦
一
個
独
立
の
法
律
行
為
な
り
．
」
「
法
律
行
為
の

存
在
を
肯
定
し
得
る
た
め
に
は
必
ず
し
も
当
事
者
問
に
権
利
義
務
の
関
係
を
発
生
せ
し
む
る
を
要
せ
ず
又
独
立
の
権
利
主
体
を
成
立
せ
し
む
る
の
要
な
し
．
蓋
し
法
律
行
為
の
目
的

　
と
す
る
所
謂
法
律
上
の
効
果
は
是
等
の
場
合
の
み
に
限
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
」
「
定
款
の
作
成
は
、
夫
れ
自
体
に
於
て
は
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
種
類
の
効
力
を
生
ぜ
ざ
る

も
、
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぽ
す
べ
ぎ
行
為
を
有
効
に
為
し
得
べ
き
基
礎
を
与
ふ
る
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
．
ま
た
、
大
隅
・
前
掲
書
一
五
九
頁
も
、
定
款

　
作
成
を
株
式
引
受
の
基
礎
を
確
定
す
る
行
為
と
さ
れ
る
．

（
蟄
）
　
こ
の
見
方
に
よ
る
と
き
は
、
成
立
後
の
会
社
に
お
け
る
組
織
・
運
営
に
関
す
る
根
本
規
範
は
、
会
社
成
立
の
内
容
な
い
し
効
果
の
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
．

（
2
5
）
　
津
田
・
前
掲
論
文
三
二
四
頁
、
三
四
九
頁
、
同
・
前
掲
書
九
〇
頁
～
九
一
頁
、
服
部
・
前
掲
書
二
〇
〇
頁
、
高
鳥
・
前
掲
論
文
（
発
起
人
）
法
学
研
究
三
八
巻
一
二
号
二
三
頁

　
以
下
、
同
・
前
掲
論
文
（
設
立
行
為
）
法
学
研
究
四
一
巻
三
号
三
頁
．
な
お
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
八
四
頁
、
た
だ
し
、
同
一
七
三
頁
に
よ
れ
は
、
発
起
人
に
よ
る
定

　
款
作
成
お
よ
び
認
証
の
申
請
が
設
立
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
．

（
2
6
）
　
津
田
・
前
掲
発
起
人
の
意
義
一
三
頁
は
、
法
律
上
発
起
人
の
意
義
を
定
款
に
発
起
人
と
し
て
署
名
し
た
者
と
定
め
設
立
に
関
し
て
重
要
な
地
位
を
与
え
る
実
質
的
な
意
味
合
い

　
は
、
発
起
人
が
定
款
の
作
成
署
名
と
い
う
形
で
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
な
す
表
意
者
そ
の
人
な
る
が
故
で
あ
り
、
し
か
も
、
発
起
人
以
外
に
は
そ
の
よ
う
な
意
思
表
示
を
な
す
者

　
は
い
な
い
が
故
で
あ
る
旨
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
全
く
賛
成
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
す
る
者
と
し
て
発
起
人
を
理
解
す
べ
ぎ
こ
と
は
、
発
起
人
の
法
律
上
の
地
位
を
い
か
に
み
る
べ
ぎ
か
の
問
題
と
の
係
わ
り
に
お

　
い
て
も
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
つ
て
、
私
は
、
こ
の
点
に
発
起
人
に
対
す
る
信
認
関
係
の
基
礎
従
つ
て
そ
の
重
大
な
権
限
な
ら
び
に
責
任
の
基
礎
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考

　
え
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
は
し
が
ぎ
に
述
べ
た
第
二
の
視
点
と
し
て
稿
を
改
め
た
い
と
思
つ
て
い
る
。

（
2
7
）
　
ひ
ろ
く
株
式
引
受
と
云
え
ば
、
会
社
設
立
時
に
お
け
る
発
起
人
に
よ
る
株
式
引
受
、
募
集
設
立
に
お
け
る
株
式
申
込
人
に
よ
る
株
式
引
受
の
み
な
ら
ず
、
会
社
成
立
後
新
株
発

　
行
に
お
け
る
株
式
引
受
も
含
ま
れ
が
、
こ
れ
は
こ
こ
で
は
論
外
と
す
る
．

（
28
）
　
大
森
・
前
掲
論
文
一
九
一
頁
、
田
中
昭
「
商
法
第
一
六
九
条
に
関
す
る
注
釈
二
」
注
釈
会
社
法
二
巻
株
式
会
社
の
設
立
一
一
五
頁
。
な
お
、
内
外
の
学
説
お
よ
ひ
文
献
の
詳
細

　
に
つ
い
て
は
、
西
本
・
前
掲
株
式
引
受
の
性
質
一
六
九
頁
以
下
、
松
田
二
郎
・
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
二
六
八
頁
以
下
、
松
本
・
前
掲
論
文
（
性
質
論
）
九
一
五
頁
以
下
、
同
．
入

　
社
契
約
論
・
私
法
論
文
集
二
巻
五
七
二
頁
、
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
六
七
頁
以
下
．

（
2
9
）
　
従
つ
て
、
株
式
引
受
の
性
質
が
単
独
行
為
か
契
約
か
合
同
行
為
か
折
衷
説
か
の
観
点
か
ら
の
検
討
な
い
し
批
判
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
田
中
へ
誠
）
・
前
掲
書
上
一
六
七
頁
以
下

会
社
設
立
行
為
論

三
四
五

（
六
三
七
）



会
社
設
立
行
為
論

三
四
六

（
六
三
八
）

参
照
）
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
で
後
に
述
べ
る
。

（
30
）
　
松
本
・
前
掲
書
一
三
八
頁
、
一
六
〇
頁
、
同
・
前
掲
論
文
（
性
質
論
）
六
三
五
頁
、
六
三
八
頁
、
田
中
（
誠
）
・
前
掲
書
上
一
六
八
頁
～
一
六
九
頁
、
平
田
伊
和
男
「
商
法
第
一

七
六
条
に
関
す
る
注
釈
七
」
注
釈
会
社
法
二
巻
株
式
会
社
の
設
立
一
六
五
頁
、
大
判
・
昭
二
・
六
・
二
〇
・
民
集
六
・
八
・
三
五
四
（
賛
成
・
松
本
・
判
民
昭
二
二
一
六
六
）
参

照
．
な
お
、
喜
多
川
篤
典
・
株
式
会
社
の
法
理
一
〇
三
頁
に
よ
れ
ば
、
株
式
引
受
は
「
設
立
手
続
の
核
心
を
な
す
も
の
」
で
あ
り
、
　
「
こ
れ
に
よ
つ
て
将
来
の
株
主
が
決
定
さ
れ
、

し
た
が
つ
て
ま
た
資
本
的
基
礎
が
で
き
上
る
」
わ
け
で
、
　
「
相
対
立
す
る
当
事
者
間
の
契
約
で
あ
る
と
い
う
一
面
を
も
ち
な
が
ら
も
、
究
極
に
お
い
て
は
社
団
法
人
の
設
立
と
い
う

共
通
の
目
的
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
株
式
引
受
の
み
が
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
含
む
か
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
岡
野
敬
次
郎
・
会
社
法
二
六
二
頁
参

照
）
．

（
3
1
）
　
大
隅
・
前
掲
書
一
七
七
頁
、
唱
九
〇
頁
、
同
・
前
掲
論
文
三
九
頁
以
下
、
特
に
四
四
頁
、
四
五
頁
、
四
八
頁
の
註
㈲
、
北
沢
正
啓
「
設
立
中
の
会
社
」
株
式
会
社
法
講
座
一

巻
（
以
下
、
前
掲
論
文
（
設
立
中
の
会
社
）
と
略
記
す
る
）
二
一
七
頁
、
同
・
前
掲
論
文
（
大
系
）
二
〇
頁
、
同
「
商
法
第
一
六
五
条
に
関
す
る
注
釈
一
五
」
前
掲
書
四
三
頁
、
同
・

前
掲
論
文
（
活
動
範
囲
）
私
法
一
四
号
六
四
頁
、
山
口
・
前
掲
論
文
・
綜
合
法
学
五
巻
六
号
五
三
頁
．
な
お
、
こ
の
見
解
が
最
近
に
お
け
る
多
数
説
か
と
思
わ
れ
る
。

（
3
2
）
　
こ
の
見
解
は
、
さ
ら
に
、
設
立
行
為
と
い
う
観
念
自
体
を
認
め
ず
、
株
式
引
受
を
単
な
る
出
資
行
為
で
あ
り
純
然
た
る
債
権
契
約
と
み
る
立
場
（
八
木
・
前
掲
書
一
二
五
頁
）

と
、
株
式
引
受
を
設
立
行
為
と
は
区
別
す
べ
き
入
社
契
約
と
解
す
る
立
場
（
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
七
三
頁
以
下
、
た
だ
し
同
一
七
七
頁
は
、
将
来
の
会
社
へ
の
入
社

契
約
と
み
る
。
な
お
、
入
社
契
約
な
る
概
念
は
松
本
・
前
掲
入
社
契
約
論
一
一
七
頁
以
下
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
設
立
行
為
と
の
区
別
が
必
ず
し
も
分
明
で

は
な
い
（
同
九
頁
参
照
）
。
こ
れ
に
対
し
て
野
津
・
前
掲
お
よ
び
同
・
株
式
会
社
設
立
論
二
四
三
頁
以
下
、
二
七
一
員
以
下
に
よ
れ
ば
両
者
を
厳
格
に
区
別
さ
れ
て
い
る
）
、
さ
ら
に
・

設
立
中
の
会
社
の
構
成
員
と
し
て
の
株
式
引
受
人
た
る
地
位
の
取
得
と
解
す
る
立
場
（
大
森
・
前
掲
論
文
一
七
五
頁
、
一
九
二
頁
）
と
に
岐
れ
る
。

（
3
3
）
　
会
社
設
立
と
い
う
共
同
事
業
を
目
的
と
す
る
組
合
契
約
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
般
に
こ
れ
を
発
起
人
組
合
と
呼
ん
で
い
る
の
で
（
大
森
・
前

掲
論
文
一
五
五
頁
、
北
沢
・
前
掲
論
文
（
設
立
中
の
会
社
）
二
一
七
頁
以
下
）
、
こ
の
用
語
に
従
う
が
、
　
こ
の
協
定
・
合
意
は
何
も
組
合
契
約
に
限
ら
れ
る
必
要
は
な
い
（
津
田
・

前
掲
書
六
七
頁
）
。

（
3
4
）
　
大
森
・
前
掲
論
文
一
七
四
頁
．

（
3
5
）
　
津
田
・
前
掲
論
文
三
二
四
頁
、
同
・
前
掲
書
六
〇
頁
、
九
〇
頁
～
九
一
頁
、
高
鳥
・
前
掲
論
文
（
発
起
人
）
法
学
研
究
三
八
巻
一
二
号
二
四
頁
、
同
・
前
掲
論
文
（
設
立
行
為
）

法
学
研
究
四
一
巻
三
号
三
頁
。

（
3
6
）
　
株
式
会
社
以
外
の
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
社
設
立
の
効
果
意
思
と
出
資
約
束
の
そ
れ
と
が
共
に
定
款
作
成
と
い
う
一
つ
の
書
面
行
為
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
が
、
株
式
会
社
の

場
合
に
は
こ
れ
と
は
趣
を
異
に
す
る
（
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
と
七
二
頁
～
一
七
三
頁
参
照
）
．

（
3
7
）
　
津
田
・
前
掲
論
文
三
二
四
頁
、
高
鳥
・
前
掲
論
文
（
発
起
人
）
法
学
研
究
三
八
巻
一
二
号
二
四
頁
。

（
3
8
）
　
大
賀
祥
充
「
株
式
の
引
受
価
額
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
間
題
－
株
式
の
時
価
発
行
と
も
関
連
し
て
ー
」
法
学
研
究
四
三
巻
三
号
二
四
三
頁
以
下
。

（
39
）
　
意
思
表
示
に
基
づ
く
株
式
の
承
継
取
得
た
る
株
式
譲
受
と
対
比
さ
れ
る
．

（
4
0
）
　
こ
の
株
式
取
得
は
、
西
本
・
前
掲
発
起
人
論
二
三
〇
頁
に
よ
れ
ば
、
会
社
成
立
を
条
件
と
す
る
と
云
わ
れ
る
．



（
41
）
　
津
田
・
前
掲
論
文
三
二
四
頁
、
高
鳥
・
前
掲
論
文
（
設
立
行
為
）
法
学
研
究
四
一
巻
三
号
三
頁
．

（
4
2
）
　
大
野
・
前
掲
論
文
・
埼
玉
大
学
社
会
科
学
論
集
一
九
号
七
六
頁
は
、
　
「
株
式
引
受
契
約
は
株
式
引
受
人
の
側
に
お
け
る
　
　
将
来
の
会
社
に
対
す
る
出
資
と
そ
れ
に
応
じ
た
株

式
の
取
得
と
い
う
二
要
件
効
果
意
思
を
含
む
意
思
表
示
と
、
発
起
人
の
側
に
お
い
て
、
そ
れ
に
対
し
て
将
来
成
立
す
べ
ぎ
会
社
の
株
式
の
何
株
か
を
引
受
け
さ
せ
る
と
い
う
効
果
意

思
を
含
む
意
思
表
示
の
複
合
な
い
し
合
致
か
ら
な
る
一
個
の
法
律
行
為
で
あ
り
、
そ
の
主
た
る
効
果
と
し
て
、
株
式
の
取
得
と
出
資
義
務
が
発
生
す
る
」
と
云
わ
れ
る
。

（
娼
）
　
津
田
・
前
掲
論
文
三
二
四
頁
、
三
四
九
頁
、
高
鳥
・
前
掲
論
文
（
設
立
行
為
）
法
学
研
究
四
一
巻
三
号
三
頁
．
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
と
七
四
頁
は
、
　
「
会
社
の
設
立
を

欲
す
る
こ
と
は
、
株
式
引
受
の
動
機
に
す
ぎ
な
い
で
、
株
式
引
受
の
意
思
表
示
的
構
成
要
件
と
さ
れ
て
居
ら
な
い
」
（
同
・
新
会
社
法
概
論
八
三
頁
、
　
同
旨
、
倉
沢
・
前
掲
論
文
法

学
研
究
三
八
巻
一
二
号
一
コ
頁
、
二
四
頁
註
⑥
）
と
さ
れ
る
．
な
お
、
松
田
・
前
掲
基
礎
理
論
三
二
頁
、
同
・
株
式
会
社
法
の
理
論
一
九
三
頁
は
、
株
式
引
受
中
よ
り
会
社

設
立
の
意
思
を
排
除
す
る
と
き
は
そ
の
性
質
は
定
め
し
明
瞭
な
も
の
に
な
る
旨
云
わ
れ
、
ま
た
八
木
・
前
掲
書
二
一
二
頁
は
、
発
起
人
に
よ
る
株
式
の
引
受
に
つ
き
設
立
の
意
思
を

認
定
す
る
点
は
「
無
用
の
擬
制
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

48　47　46　45　44　
云
わ
れ
る
。

会
社
設
立
を
欲
す
る
こ
と
は
、

文
一
九
二
頁
は
、

（
4
9
）

（
5
0
）
　
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
七
三
頁
、
一
七
七
頁
、
大
森
・
前
掲
論
文
一
七
五
頁
、
八
木
・
前
掲
書
二
六
頁
～
一
二
三
頁
．

（
51
）
　
た
だ
し
、
平
出
慶
道
「
株
式
会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
発
起
人
の
責
任
－
発
起
人
の
地
位
の
再
検
討
」
北
大
法
学
論
集
二
一
巻
二
号
五
二
頁
、
同
「
株
式
会
社
不
成
立

　
の
場
合
に
お
け
る
発
起
人
の
責
任
」
私
法
一
七
号
↓
四
四
頁
、
同
・
前
掲
書
一
三
四
頁
は
、
株
式
引
受
が
団
体
法
上
の
入
社
契
約
と
し
て
の
一
面
を
有
す
る
と
同
時
に
、
予
想
さ
れ

　
た
通
り
の
会
社
を
成
立
さ
せ
る
べ
き
義
務
を
負
う
と
い
う
意
味
で
個
人
法
上
の
請
負
契
約
的
な
取
引
行
為
と
し
て
の
面
を
も
有
す
る
も
の
と
云
わ
れ
て
い
る
。

（
5
2
）
　
大
野
・
前
掲
論
文
・
社
会
科
学
論
集
一
九
号
七
五
頁
、
七
｝
頁
．
な
お
、
設
立
中
の
会
社
へ
の
入
社
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
と
七
七
頁
、

　
同
・
前
掲
論
文
（
法
的
性
質
）
四
一
頁
．

（
5
3
）
　
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
七
一
頁
．

（
54
）
　
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
七
七
頁
。

大
賀
・
前
掲
論
文
・
法
学
研
究
四
三
巻
三
号
二
四
五
頁
以
下
．

大
賀
・
前
掲
論
文
・
法
学
研
究
四
三
巻
三
号
二
五
八
頁
．

西
本
・
前
掲
発
起
人
論
に
よ
れ
ば
、
株
式
引
受
は
発
起
人
と
引
受
人
と
の
法
律
関
係
を
生
ず
る
も
の
で
あ
つ
て
（
二
二
九
頁
）
、
設
立
行
為
で
は
な
い
（
一
二
五
頁
）
と
さ
れ
る
．

三
戸
岡
道
夫
「
商
法
第
一
七
五
条
に
関
す
る
注
釈
一
二
」
注
釈
会
社
法
二
巻
株
式
会
社
の
設
立
一
五
一
頁
．

西
本
・
前
掲
発
起
人
論
一
二
五
頁
は
、
　
「
一
般
公
衆
は
各
自
発
起
人
と
引
受
契
約
を
為
す
の
意
思
あ
る
も
他
の
引
受
人
と
合
し
て
一
個
の
設
立
行
為
を
な
す
の
意
思
な
し
」
と

　
　
　
ま
た
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
七
四
頁
は
、
「
株
式
引
受
人
は
会
社
の
設
立
を
欲
し
て
株
式
引
受
を
す
る
こ
と
も
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
場
合
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
株
式
引
受
の
動
機
に
す
ぎ
な
い
で
、
株
式
引
受
の
意
思
表
示
的
構
成
要
件
と
は
さ
れ
て
は
居
ら
な
い
」
と
さ
れ
（
前
記
註
（
4
3
）
参
照
）
、
大
森
・
前
掲
論

　
　
　
　
　
設
立
行
為
の
主
動
者
は
発
起
人
で
あ
り
、
そ
の
他
の
株
式
引
受
人
は
設
立
手
続
中
に
お
い
て
は
い
わ
ば
協
動
者
た
る
地
位
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
と
云
わ
れ
る
．

津
田
・
前
掲
論
文
三
二
四
頁
、
三
四
九
頁
、
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
七
四
頁
、
服
部
・
前
掲
書
二
〇
〇
頁
、
高
鳥
・
前
掲
論
文
（
設
立
行
為
）
法
学
研
究
四
一
巻

会
社
設
立
行
為
論

三
四
七

（
六
三
九
）



　
会
社
設
立
行
為
論

（
5
5
）
高
鳥
・
前
掲
論
文
（
発
起
人
）
法
学
研
究
三
八
巻
一
二
号
二
三
頁
～
二
四
頁
．

（
56
）
高
鳥
・
前
掲
論
文
（
発
起
人
）
法
学
研
究
三
八
巻
一
二
号
二
三
頁
以
下
．
大
森
・
前
掲
論
文
一
九
二
頁
は
、

引
受
人
は
協
動
者
た
る
地
位
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
と
云
わ
れ
る
．

三
四
八

（
六
四
〇
）

発
起
人
だ
け
が
会
社
設
立
手
続
に
お
け
る
主
動
者
で
あ
り
、
株
式

五
　
会
社
設
立
行
為
の
構
成

　
前
述
の
よ
う
に
、
準
則
主
義
の
も
と
に
殊
に
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
厳
格
な
要
件
が
法
定
さ
れ
て
い
る
会
社
設
立
の
諸
手
続
は
、
会
社
成
立
・

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
や
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

法
人
格
取
得
と
い
う
法
律
効
果
を
発
生
せ
し
め
る
一
個
の
法
律
要
件
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
組
成
す
る
多
数
の
法
律
事
実
の
中
に
は
会
社
成

立
を
効
果
意
思
の
内
容
と
す
る
意
思
表
示
が
不
可
欠
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
．
従
つ
て
、
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
要
件
と

み
る
べ
き
会
社
設
立
の
諸
手
続
は
、
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
不
可
欠
の
要
件
と
す
る
一
個
の
法
律
行
為
と
観
念
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま

た
会
社
設
立
の
全
体
的
構
成
か
ら
み
て
、
殊
に
設
立
無
効
ま
た
は
取
消
の
制
度
と
の
関
連
上
、
そ
の
こ
と
が
必
要
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
．
そ

し
て
こ
の
会
社
成
立
を
効
果
意
思
の
内
容
と
す
る
意
思
表
示
は
、
す
べ
て
の
種
類
の
会
社
お
よ
び
社
団
法
人
に
共
通
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
の
定
款
作
成
と
い
う
形
で
発
起
人
（
設
立
者
）
に
よ
つ
て
な
さ
れ
、
定
款
作
成
以
外
に
は
会
社
成
立
を
効
果
意
思
の
内
容
と
す
る
意
思
表
示
と
し

て
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
会
社
設
立
の
諸
手
続
を
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
行
為
と
し
て
把
え
そ
の
主
た
る
効
果
と
し
て
会
社
成
立
・
法
人
格
発

生
と
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
定
款
作
成
な
る
会
社
設
立
の
意
思
表
示
の
み
を
他
の
設
立
手
続
か
ら
切
離
し
て
こ
れ
が
独
立
の
法
律
行
為
・
会
社
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

立
行
為
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
勿
論
な
い
．
そ
の
他
諸
種
の
手
続
を
も
組
成
分
子
に
加
え
て
全
体
で
一
個
の
法
律
行
為
に
な
る
と
い
う
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
組
成
分
子
の
中
に
は
前
述
の
株
式
引
受
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
完
結
し
た
一
個
独
立
の
法
律
行
為
と
解
す
べ
き
も
の
も
あ
れ
ば
、
例
え

ば
創
立
総
会
に
お
け
る
取
締
役
・
監
査
役
等
の
調
査
・
報
告
の
よ
う
に
事
実
行
為
と
目
す
べ
き
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
会



社
設
立
の
意
思
表
示
を
含
む
も
の
で
ば
な
い
。
だ
か
ら
会
社
設
立
が
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
行
為
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
専
ら
定
款
作
成
が
会

社
成
立
の
効
果
意
思
を
含
む
意
思
表
示
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
点
で
法
律
行
為
た
る
要
件
を
み
た
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
行
為
と
解
す
べ
き
会
社
設
立
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
不
可
欠
の
組
成
分
子
た
る
設
立
の
意
思
表
示
は
発

起
人
に
よ
る
定
款
作
成
と
い
う
要
式
行
為
を
も
つ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
株
式
引
受
な
ど
他
の
設
立
手
続
上
の
法
律
行
為
に
お

け
る
意
思
表
示
の
中
に
は
会
社
成
立
・
法
人
格
発
生
の
効
果
意
思
を
含
む
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
会
社
設
立
の
諸
手
続
が
発
起
人
を
中
心

と
し
そ
の
定
款
作
成
を
出
発
点
と
し
て
会
社
設
立
の
法
律
行
為
を
完
成
す
べ
く
進
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
諸
点
は
殊
に
重
要
で

あ
る
と
云
つ
て
よ
い
．
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
限
り
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
も
、
他
の
種
類
の
会
社
さ
ら
に
は
社
団
法
人
の
場
合
と
全

く
同
様
に
、
そ
の
設
立
の
法
律
的
構
成
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
問
題
は
、
設
立
の
意
思
表
示
た
る
定
款
作
成
以
外
の
設
立
行
為
の
組
成
分
子
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
で
あ
る
。
こ
の
点
、
民
法
上
の
公
益
法

人
に
つ
い
て
は
許
可
主
義
を
と
つ
て
い
る
か
ら
、
主
務
官
庁
の
設
立
許
可
が
法
人
設
立
な
る
法
律
行
為
の
成
立
要
件
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
（
民

法
第
三
四
条
）
．
ま
た
準
則
主
義
の
も
と
に
お
い
て
も
、
設
立
登
記
が
会
社
設
立
な
る
法
律
行
為
の
成
立
要
件
で
あ
る
こ
と
に
も
ほ
ぽ
異
論
は
あ
る

（
d
）
Q

ま
し

　
し
か
し
な
が
ら
、
定
款
作
成
の
外
に
、
主
務
官
庁
の
設
立
許
可
ま
た
は
設
立
登
記
し
か
要
求
さ
れ
て
い
な
い
公
益
法
人
も
し
く
は
合
名
会
社
ま

た
は
合
資
会
社
と
は
違
つ
て
、
そ
の
他
に
種
々
の
手
続
を
要
求
さ
れ
て
い
る
株
式
会
社
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
に
つ
い
て
個
別
的
な
検

討
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
商
法
の
規
定
上
明
白
な
の
は
、
公
証
人
に
よ
る
定
款
の
認
証
が
定
款
の
効
力
要
件
で
あ
る
こ
ζ
（
商
法
第
一
六

七
条
）
、
つ
ま
り
前
述
の
理
解
に
従
え
ば
会
社
設
立
の
意
思
表
示
の
効
力
要
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
欠
き
ま
た
は
こ
れ
が
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

効
で
あ
る
場
合
に
は
、
会
社
設
立
無
効
と
な
り
う
る
か
ら
、
定
款
の
認
証
は
会
社
設
立
な
る
法
律
行
為
の
効
力
要
件
と
し
て
商
法
が
扱
つ
て
い
る

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
株
式
引
受
に
つ
い
て
は
、
仮
り
に
そ
の
欠
敏
が
あ
つ
て
も
発
起
人
の
引
受
が
法
律
上
擬
制
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
九
　
　
　
（
六
四
一
）



　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
〇
　
　
　
（
六
四
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
ら
（
商
法
第
一
九
二
条
第
扁
項
）
周
知
の
よ
う
に
会
社
設
立
無
効
の
原
因
に
な
る
か
否
か
に
つ
き
争
が
あ
る
が
、
通
説
・
判
例
に
従
う
な
ら
ば
場

合
に
よ
つ
て
設
立
無
効
の
原
因
に
な
り
う
る
わ
け
で
、
従
つ
て
こ
れ
も
会
社
設
立
な
る
法
律
行
為
の
効
力
要
件
と
し
て
商
法
が
扱
つ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
引
受
価
額
の
払
込
に
つ
い
て
も
、
商
法
第
一
九
二
条
第
二
項
と
の
関
連
で
右
と
ほ
ぼ
同
様
に
そ
の
欠
敏
が
場
合
に
よ
つ
て
会
社
設
立
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

効
の
原
因
と
な
り
う
る
と
す
れ
ば
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
次
に
、
創
立
総
会
が
全
く
招
集
さ
れ
な
い
場
合
ま
た
は
招
集
さ
れ
た
創
立
総
会
が
商

法
所
定
の
必
要
議
事
を
終
了
し
な
い
場
合
、
も
し
く
は
所
要
の
決
議
が
内
容
違
法
の
た
め
当
然
無
効
で
あ
る
場
合
等
に
は
会
社
は
設
立
無
効
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
も
ま
た
会
社
設
立
の
効
力
要
件
と
し
て
商
法
が
規
定
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
創
立
総
会

に
お
け
る
取
締
役
選
任
決
議
の
不
存
在
ま
た
は
代
表
取
締
役
選
任
決
議
の
不
存
在
の
場
合
に
は
、
会
社
は
設
立
登
記
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ら
（
商
業
登
記
法
第
九
二
条
、
第
五
五
条
第
一
項
、
第
二
四
条
第
四
号
参
照
）
、
　
会
社
は
未
成
立
ま
た
は
不
成
立
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
従
つ
て
右
の

決
議
は
会
社
設
立
な
る
法
律
行
為
の
成
立
要
件
な
い
し
は
そ
の
前
提
条
件
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．

　
要
す
る
に
、
法
の
定
め
る
会
社
設
立
の
た
め
の
諸
手
続
は
、
定
款
作
成
の
形
で
な
さ
れ
る
発
起
人
の
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
不
可
欠
の
要
素

と
す
る
一
個
の
法
律
行
為
で
あ
り
、
従
つ
て
設
立
の
意
思
表
示
た
る
定
款
作
成
自
体
は
会
社
設
立
の
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
が
、
定
款
作
成
以

外
の
諸
要
件
は
、
一
部
は
会
社
設
立
な
る
法
律
行
為
の
成
立
要
件
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
の
一
部
は
会
社
設
立
の
効
力
要
件
と
解
す
べ
き
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
個
の
法
律
要
件
・
一
個
の
法
律
行
為
と
み
る
べ
ぎ
会
社
設
立
（
行
為
）
の
成
立
要
件
・
効
力
発
生
要
件
と
、
会
社
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

立
・
法
人
格
発
生
と
い
う
法
律
効
果
た
る
会
社
成
立
の
要
件
と
は
、
観
点
が
別
異
の
事
項
で
あ
る
か
ら
、
区
別
し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
行
為
と
理
解
さ
れ
る
会
社
設
立
な
る
も
の
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
法
律
的
性
質
を
有
す

る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
1
）
　
津
田
・
前
掲
論
文
三
二
九
頁
、
た
だ
し
設
立
登
記
が
あ
つ
て
も
場
合
に
よ
つ
て
倣
会
社
不
成
立
と
な
り
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
．
三
〇
〇
頁
註
ω
と
三
四
七
頁
以
下
参
昭
。
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津
田
・
前
掲
論
文
ご

津
田
・
前
掲
論
文
一
一

津
田
・
前
掲
論
文
＝

津
田
・
前
掲
論
文
ご

津
田
・
前
掲
論
文
二

ゴ
ニ
頁
．

一
二
五
頁
註
㈲
と
㈲
参
照
。

一
二
五
頁
、
三
二
六
頁
註
㈲
。

一
二
八
頁
．

一
二
九
頁
註
（
12

）
。

六
　
会
社
設
立
行
為
の
性
質

　
会
社
設
立
の
法
律
行
為
と
し
て
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
議
論
が
岐
れ
、
大
別
し
て
も
契
約
説
、
単
独
行
為
説
、
合
同
行
為
説
等
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

見
解
が
主
張
さ
れ
、
今
日
に
至
る
ま
で
ま
だ
決
定
的
な
定
説
を
み
て
い
な
い
．
さ
ら
に
｝
説
に
よ
れ
ば
、
会
社
設
立
行
為
は
組
織
法
上
の
事
実
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
性
質
論
は
不
必
要
で
あ
る
と
さ
え
云
わ
れ
て
い
る
．

　
設
立
行
為
性
質
論
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
混
迷
は
、
考
え
て
み
る
と
、
次
の
二
つ
の
原
因
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
既
に

述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
体
何
を
設
立
行
為
と
み
る
か
ま
た
何
を
設
立
の
意
思
表
示
と
み
る
か
に
つ
い
て
学
説
が
岐
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
意
思
表
示
論
な
い
し
法
律
行
為
論
従
つ
て
そ
の
分
類
に
つ
い
て
見
解
に
争
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
推
考
さ
れ

る
。　

し
か
し
、
第
一
点
、
つ
ま
り
会
社
成
立
・
法
人
格
発
生
と
い
う
法
律
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
の
会
社
設
立
手
続
は
、
前
述
の
如
く
会
社
設

立
の
意
思
表
示
を
不
可
欠
の
要
素
と
す
る
法
律
要
件
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
行
為
と
み
る
べ
く
、
そ
し
て
そ
の
会
社

設
立
の
意
思
表
示
は
株
式
引
受
に
は
な
く
て
定
款
作
成
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
複
数
の
意
思
表
示
の
内
容
な

り
方
向
な
り
結
合
の
仕
方
な
り
相
手
方
の
有
無
等
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
を
さ
ら
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
．
同
時
に
、
第
二
点
、

つ
ま
り
意
思
表
示
論
な
い
し
法
律
行
為
論
に
お
い
て
は
、
民
法
の
直
接
規
定
す
る
単
独
行
為
と
契
約
と
の
二
分
法
以
外
に
分
類
の
必
要
・
実
益
は
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六
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三
）
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社
設
立
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三
五
二
　
　
　
（
六
四
四
）

　
　
　
　
　
（
3
）

な
い
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
第
二
点
は
第
一
点
解
決
の
前
提
を
な
す
．

　
周
知
の
よ
う
に
、
法
律
行
為
は
か
つ
て
単
独
行
為
と
契
約
と
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
た
が
、
ク
ン
ツ
ェ
の
提
唱
以
来
合
同
行
為
を
含
め
た
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

分
法
が
通
説
と
な
つ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
人
の
当
事
者
に
よ
り
一
方
的
に
な
さ
れ
る
一
個
の
意
思
表
示
か
ら
な
る
と
こ
ろ
の
単
独
行
為

と
は
違
つ
て
、
複
数
の
当
事
者
に
よ
り
複
数
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
契
約
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
複
数
の
意
思
表
示
は
各
表

意
者
の
た
め
主
観
的
に
は
別
異
の
意
味
を
有
し
、
方
向
に
お
い
て
相
互
に
交
換
さ
れ
た
も
の
が
客
観
的
な
内
容
に
お
い
て
同
一
の
意
味
を
有
し
て

合
致
す
る
の
に
対
し
て
、
合
同
行
為
に
お
い
て
は
各
表
意
者
の
た
め
主
観
的
意
味
に
差
異
は
な
く
、
方
向
も
並
行
的
に
交
付
さ
れ
た
も
の
が
合
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

さ
れ
る
点
で
、
両
者
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

　
わ
が
国
実
定
法
の
規
定
を
み
る
と
、
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
単
独
行
為
か
契
約
か
の
区
別
を
問
題
と
し
て
い
る
と
同
時
に
（
民
法
第
一
一
八
条
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

照
）
、
そ
れ
を
構
成
す
る
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
相
手
方
の
有
無
を
も
間
題
と
し
て
い
る
．
そ
し
て
、
契
約
に
あ
つ
て
は
・
て
れ
を
構
成
す
る
申
込

と
承
諾
と
の
二
つ
の
意
思
表
示
の
合
致
す
る
こ
と
が
契
約
成
立
の
要
件
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
意
思
表
示
は
い
ず
れ
も
相
手
方
あ
る
意
思
表
示
で
あ

り
そ
の
相
手
方
へ
の
到
達
を
効
力
要
件
と
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
民
法
第
五
二
六
条
、
商
法
第
五
〇
九
条
参
照
）
の
に
対
し
て
、
　
単
独
行
為
を
構
成
す

る
意
思
表
示
の
場
合
に
は
合
致
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
共
に
、
そ
の
意
思
表
示
は
相
手
方
の
あ
る
場
合
と
相
手
方
な
き
場
合
と
が
あ
る
。
そ
う
と

す
れ
ば
、
合
同
行
為
は
、
意
思
表
示
の
合
致
が
問
題
と
な
ら
ず
、
そ
れ
を
組
成
す
る
数
個
の
意
思
表
示
は
い
ず
れ
も
相
手
方
あ
る
場
合
と
い
ず
れ

も
相
手
方
な
き
場
合
と
が
あ
る
点
で
、
契
約
よ
り
も
む
し
ろ
単
独
行
為
に
共
通
す
る
面
を
も
つ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
指
摘
で
ぎ
る
．

　
次
に
、
契
約
を
構
成
す
る
意
思
表
示
の
目
的
・
内
容
は
客
観
的
に
は
合
致
す
る
が
、
当
事
者
相
互
に
と
つ
て
主
観
的
な
意
味
は
正
反
対
で
あ

る
。
売
買
契
約
に
お
け
る
申
込
お
よ
び
承
諾
の
効
果
意
思
は
、
売
主
か
ら
な
ら
ば
目
的
物
の
喪
失
・
代
金
の
取
得
、
す
な
わ
ち
売
却
で
あ
り
、
買

主
か
ら
な
ら
ば
目
的
物
の
取
得
・
代
金
の
喪
失
、
す
な
わ
ち
購
買
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
全
体
と
し
て
同
一
目
的
物
の
売
買
と
い
う
面
で
の
協

働
・
協
力
は
認
め
う
る
に
し
て
も
、
法
律
効
果
の
意
欲
と
表
示
と
の
各
当
事
者
に
つ
き
考
え
ら
れ
る
主
観
的
意
味
は
同
一
で
は
な
く
正
反
対
で
あ



《
7
）る

。
こ
れ
に
対
し
て
合
同
行
為
に
お
げ
る
効
果
意
思
の
内
容
は
各
当
事
者
に
と
つ
て
そ
の
主
観
的
意
味
が
相
対
立
す
る
も
の
で
ば
な
い
。
そ
5
と

す
れ
ば
、
合
同
行
為
は
・
て
の
効
果
意
思
が
主
観
的
に
も
同
一
意
味
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
で
、
契
約
よ
り
も
む
し
ろ
単
独
行
為
が
複
数
人
に
よ
つ

て
集
合
的
な
い
し
共
同
的
に
な
さ
れ
た
場
合
に
似
て
い
る
こ
と
が
第
二
に
指
摘
て
き
る
．

　
次
に
、
契
約
を
構
成
す
る
数
個
の
意
思
表
示
ば
相
手
方
と
の
相
互
間
に
交
換
的
に
か
わ
さ
れ
そ
れ
の
合
致
す
る
こ
と
が
契
約
成
立
の
要
件
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
合
同
行
為
に
あ
つ
て
は
そ
れ
を
組
成
す
る
数
個
の
意
思
表
示
は
相
互
に
交
換
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
並
行
的
に
な
さ
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
（
9
）

と
考
え
ら
れ
各
意
思
表
示
の
合
致
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
合
同
行
為
は
契
約
よ
り
も
む
し
ろ
複
数
の
単
独

行
為
が
共
合
的
に
な
さ
れ
た
場
合
に
似
て
い
る
こ
と
が
第
三
に
指
摘
で
き
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
合
同
行
為
を
共
同
的
単
独
行
為
と
呼
ぶ
か
否
か
は
別
と
し
て
、
そ
れ
が
契
約
と
単
独
行
為
と
の
い
ず
れ
と
も

共
通
す
る
面
と
共
通
し
な
い
面
と
を
も
つ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
第
三
の
種
別
に
掲
げ
る
実
益
は
、
合
同
行
為
と
目
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

そ
の
特
質
に
応
じ
て
、
契
約
に
関
す
る
規
定
と
単
独
行
為
に
関
す
る
規
定
と
を
そ
れ
ぞ
れ
適
宜
類
推
す
べ
き
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
．

　
こ
れ
は
見
方
を
か
え
れ
ば
、
契
約
そ
の
も
の
で
も
な
く
単
独
行
為
そ
の
も
の
で
も
な
い
合
同
行
為
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
規
定
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
ま
ま
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
か
ら
、
仮
り
に
合
同
行
為
と
呼
ば
な
く
て
も
、
例
え
ば
組
織
法
上
の
契
約
で
あ
る
と

し
て
同
じ
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
．
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
会
社
な
い
し
社
団
法
人
の
設
立
行
為
を
合
同
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

為
と
呼
ぶ
の
も
設
立
契
約
と
呼
ぶ
の
も
表
現
の
差
異
で
し
か
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
限
り
で
云
え
ば
、
会
社
設
立
行
為
性
質
論
に
お
い

て
契
約
説
、
単
独
行
為
説
、
合
同
行
為
説
等
い
ず
れ
の
説
明
を
と
る
か
に
よ
つ
て
具
体
的
な
問
題
の
解
決
に
つ
き
結
論
を
異
に
す
る
こ
と
は
少
な

（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

く
、
従
つ
て
こ
の
種
の
問
題
を
詮
索
す
る
こ
と
の
実
益
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
と
い
う
指
摘
と
、
そ
し
て
、
会
社
設
立
行
為
は
個
人
法
上
の
法
律

（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

行
為
と
は
か
な
り
そ
の
趣
を
異
に
す
る
と
い
う
指
摘
と
は
当
つ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
会
社
な
い
し
社
団
法
人
の
設
立
行
為
は
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
個
人
法
上
の
法
律
行
為
と
は
趣
を
異
に
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば

　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
三
　
　
　
（
六
四
五
）



　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
四
　
　
　
（
六
四
六
）

そ
の
特
殊
性
の
認
識
だ
け
で
は
足
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
法
律
行
為
の
分
類
の
基
準
は
前
述
の
様
に
最
小
限
度
必
要
な
意
思
表

示
の
数
、
数
個
の
意
思
表
示
の
合
致
の
存
否
、
意
思
表
示
の
相
手
方
の
有
無
等
に
あ
り
、
従
つ
て
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
違
い
は
法
律
関

係
に
違
い
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
云
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
個
人
法
上
の
法
律
行
為
に
対
し
て
い
わ
ば
団
体
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
（
20
）

上
な
い
し
組
織
法
上
の
法
律
行
為
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
も
個
人
法
に
お
け
る
と
全
く
同
様
に
、
最
小

限
度
必
要
な
意
思
表
示
の
数
、
数
個
の
意
思
表
示
の
合
致
の
存
否
、
意
思
表
示
の
相
手
方
の
有
無
等
の
違
う
法
律
行
為
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
云
う
な
ら
ば
、
一
般
に
個
人
法
上
の
法
律
行
為
と
は
趣
を
異
に
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
定
款
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

成
と
株
式
引
受
と
を
、
い
ず
れ
も
団
体
法
上
な
い
し
組
織
法
上
の
行
為
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
前
者
が
そ
れ
を
組
成
す
る
意
思
表
示
の
効
果
意
思
の

内
容
は
各
表
意
者
に
と
つ
て
主
観
的
意
味
を
同
じ
く
し
、
し
か
も
相
手
方
の
な
い
一
方
的
な
意
思
表
示
の
合
流
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
そ

れ
を
組
成
す
る
株
式
申
込
と
割
当
と
の
各
二
個
の
意
思
表
示
に
お
け
る
効
果
意
思
が
各
当
事
者
に
と
つ
て
別
異
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箆
）

し
か
も
相
手
方
が
あ
つ
て
そ
れ
へ
の
到
達
を
効
力
要
件
と
し
て
交
換
さ
れ
た
意
思
表
示
の
合
致
に
よ
つ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
、
両
者
は

必
ず
し
も
総
て
の
点
で
同
一
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
．

　
そ
う
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
団
体
法
上
な
い
し
は
組
織
法
上
の
法
律
行
為
で
あ
つ
て
も
、
前
者
は
よ
り
単
独
行
為
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、

後
者
は
よ
り
契
約
に
共
通
す
る
点
が
多
い
こ
と
が
看
取
で
き
る
か
ら
、
従
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
を
中
心
に
し
て
そ
の
類
推
を
考
え
る
方
が
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
、
　
（
％
）
（
器
）

適
切
な
解
決
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
．
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
前
者
を
合
同
行
為
と
呼
び
、
後
者
を
例
え
ば
組
織
契
約
と
呼
ぶ

こ
と
は
、
あ
な
が
ち
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
以
上
を
要
す
る
に
、
会
社
成
立
・
法
人
格
発
生
と
い
う
法
律
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
の
会
社
設
立
（
手
続
）
は
、
こ
れ
を
一
個
の
法
律
要
件
、

し
か
も
会
社
設
立
の
意
思
表
示
を
実
定
法
上
不
可
欠
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
従
つ
て
こ
れ
を
全
体
と
し
て
一
個
の

ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

法
律
行
為
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
会
社
設
立
な
る
法
律
行
為
に
不
可
欠
の
組
成
分
子
た
る
会
社
設
立
の
意
思
表
示
は
前
述
の
様
に
発



起
人
に
よ
る
定
款
作
成
の
形
で
な
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
ぎ
以
上
、
こ
れ
を
単
に
団
体
法
上
な
い
し
組
織
法
上
の
法
律
行
為
と
い
う
に
と
ど
ま
ら

ず
、
さ
ら
に
こ
れ
を
合
同
行
為
で
あ
る
と
理
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
思
う
．

（
1
）
野
津
・
前
掲
論
文
（
法
的
性
質
）
三
九
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
一
九
頁
以
下
、
大
森
・
前
掲
論
文
一
四
七
頁
、
川
島
武
宜
・
民
法
総
則
（
法
律
学
全
集
）
一
〇
八
頁
、
森
泉
章

「
法
人
制
度
の
問
題
点
」
シ
ュ
リ
ス
ト
四
二
二
号
三
〇
頁
以
下
．
ま
た
社
団
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
も
争
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
実
務
研
究
会
・
公
益
法
人
の
理
論
と

　
実
務
｝
九
頁
．

（
2
）
　
田
中
（
耕
）
・
前
掲
概
論
五
一
頁
．
た
だ
し
こ
れ
に
対
し
て
は
「
法
律
行
為
一
般
の
分
類
た
る
単
独
行
為
、
契
約
、
合
同
行
為
の
別
は
組
織
法
に
も
及
ぶ
」
と
い
う
批
判
が
な
さ

　れている

（
田
中
（
誠
）
・
前
掲
書
六
〇
頁
、
同
旨
、
大
隅
・
前
掲
書
一
〇
頁
、
野
津
・
前
掲
概
論
三
八
頁
）
。

（
3
）
　
近
時
、
合
同
行
為
概
念
無
用
論
な
い
し
否
認
論
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
（
川
島
・
前
掲
民
法
日
二
四
六
頁
以
下
、
同
・
前
掲
民
法
総
則
一
〇
八
頁
、
宮
崎
孝
治
郎
「
合
同
行
為
否

認
論
」
私
法
三
〇
号
二
二
二
頁
以
下
）
．
　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
松
本
・
前
掲
書
七
一
頁
註
ω
、
森
泉
・
前
掲
シ
ュ
リ
ス
ト
四
二
二
号
三
〇
頁
以
下
参
照
．

（
4
）
『
。
訂
暮
Φ
ω
国
三
一
囚
琶
N
。
”
U
理
Q
。
路
艮
築
ダ
Φ
ぎ
づ
窪
興
寄
畠
富
σ
。
讐
第
ぎ
国
①
ω
黄
善
①
α
輿
■
①
甘
N
一
鴨
腎
㍉
弩
一
馨
属
導
巳
一
鋒
窪
り
享
」
量
0
9
。
冒
自
Φ
り
」
o。
O
P

　
（
た
だ
し
宮
崎
・
前
掲
私
法
三
〇
号
二
一
三
頁
に
よ
る
）
、
鳩
山
秀
夫
・
法
律
行
為
乃
至
時
効
三
五
頁
以
下
、
同
・
民
法
総
論
一
六
四
頁
、
石
田
文
次
郎
・
民
法
総
論
二
一
四
頁
、
舟

橋
諄
叫
・
民
法
総
則
六
八
頁
、
我
妻
栄
・
民
法
総
則
（
民
法
講
義
1
）
二
〇
九
頁
、
｝
二
九
頁
、
柚
木
馨
・
民
法
総
論
上
三
二
三
頁
、
川
島
・
前
掲
民
法
総
則
一
二
八
頁
、
大
判
・

大
八
・
三
一
九
・
刑
録
二
五
⊥
一
二
九
以
下
、
大
判
・
昭
七
・
四
・
一
九
・
民
集
一
一
・
九
・
八
三
七
．

（
5
）
　
合
同
行
為
を
他
と
区
別
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
鳩
山
・
前
掲
（
法
律
行
為
）
三
六
頁
～
三
七
頁
は
意
思
表
示
の
内
容
と
方
向
と

を
（
石
田
文
次
郎
・
ギ
ー
ル
ケ
の
団
体
法
論
一
四
七
頁
も
同
旨
）
、
　
西
本
・
前
掲
株
式
引
受
の
性
質
二
二
三
頁
は
意
思
表
示
の
合
成
の
仕
方
を
、
小
出
廉
二
「
合
同
行
為
」
民
事
法

学
辞
典
上
五
五
八
頁
は
意
思
表
示
の
内
容
の
経
済
的
意
義
・
法
律
効
果
・
方
向
等
を
、
そ
し
て
国
暮
8
8
歪
宥
累
箸
Φ
包
①
ざ
勲
鉾
ρ
の
白
一
。
は
意
思
表
示
の
方
向
を
、
　
そ
れ

ぞ
れ
重
視
す
る
よ
う
に
み
え
る
。

（
6
）
　
民
法
第
九
三
、
九
四
、
九
六
、
九
七
、
九
七
ノ
ニ
、
九
八
、
一
〇
〇
、
一
〇
八
、
一
二
二
～
一
一
五
、
一
一
七
、
一
一
八
、
一
二
三
、
五
二
二
、
五
二
五
、
五
四
〇
条
等
参
照
．

　
ま
た
、
意
思
表
示
の
撤
回
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
相
手
方
の
有
無
と
関
連
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
民
法
第
互
二
、
五
二
四
、
五
四
〇
条
等
参
照
）
。

（
7
）
　
宮
崎
・
前
掲
私
法
三
〇
号
二
二
二
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
契
約
に
お
け
る
意
思
表
示
の
内
容
あ
る
い
は
利
益
は
同
一
で
あ
り
う
る
と
さ
れ
て
い
る
．
し
か
し
問
題
な
の
は
、
各
当

事
者
の
利
益
や
意
思
表
示
の
経
済
的
意
義
（
小
出
・
前
掲
五
五
八
頁
参
照
）
で
は
な
く
て
、
意
思
表
示
に
お
け
る
効
果
意
思
の
法
律
的
な
内
容
て
あ
る
．
従
来
、
契
約
な
り
合
同
行

為
な
り
の
意
思
表
示
の
内
容
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
当
事
者
の
窮
極
の
目
的
で
あ
る
と
か
経
済
的
意
義
て
あ
る
と
か
利
益
で
あ
る
と
か
等
々
、
本
来
法
律
的
に
は
意
思

表
示
の
内
容
で
は
な
く
て
む
し
ろ
動
機
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
の
共
通
性
な
い
し
同
一
性
を
論
じ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
混
乱
の
一
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
8
）
　
た
だ
し
、
宮
崎
・
前
掲
私
法
三
〇
号
二
…
二
頁
は
反
対
．

（
9
）
　
契
約
に
お
け
る
申
込
の
意
思
表
示
と
承
諾
の
そ
れ
と
は
、
時
間
的
に
は
と
も
か
く
論
理
的
に
は
順
次
な
さ
れ
、
そ
れ
が
終
局
的
に
合
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し

会
社
設
立
行
為
論

三
五
五

（
六
四
七
）



会
社
設
立
行
為
論

三
五
六

（
六
四
八
）

　
て
、
合
同
行
為
に
お
け
る
意
思
表
示
は
、
時
間
的
に
は
と
も
か
く
論
理
的
に
ば
同
時
に
な
さ
れ
、
そ
れ
が
合
流
し
内
容
的
に
一
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．

（
10
）
　
神
戸
寅
次
郎
「
契
約
総
則
」
神
戸
寅
次
郎
著
作
集
上
六
六
頁
、
松
本
・
前
掲
入
社
契
約
論
二
天
頁
～
一
二
九
頁
、
同
・
前
掲
性
質
論
六
一
五
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
六
九
頁

以
下
は
、
財
団
法
人
の
寄
附
行
為
が
単
独
行
為
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
社
団
法
人
の
設
立
行
為
も
単
独
行
為
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
必
然
的
に
共
合
的
に
な
さ
れ
る
点
で
前
者
と
異

　
な
る
も
の
と
さ
れ
る
（
同
書
六
三
二
頁
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
参
照
）
．
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
野
津
・
前
掲
論
文
（
入
社
行
為
）
一
六
八
頁
～
一
六
九
頁
、
同
・
前
掲
論
文
（
法

的
性
質
）
四
〇
頁
の
批
判
を
参
照
。

（
n
）
鳩
山
・
前
掲
（
法
律
行
為
）
三
八
頁
は
、
こ
れ
ら
に
適
用
す
べ
き
法
律
の
規
定
の
異
な
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。

（
1
2
）
　
服
部
・
前
掲
書
一
九
三
頁
、
同
・
会
社
法
提
要
三
三
頁
’
川
島
・
前
掲
民
法
㊧
二
四
六
頁
以
下
、
同
・
前
掲
民
法
総
則
一
〇
八
頁
．
な
お
喜
多
川
・
前
掲
書
一
〇
四
頁
は
、
合

同
行
為
と
い
わ
な
く
て
も
広
義
の
組
合
契
約
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ
る
。

（
1
3
）
＜
鷺
国
馨
8
8
冨
曽
蜜
箸
①
置
①
ざ
鉾
鉾
9
¢
8
①
目
鼠
の
6
ω
㎝
＞
づ
き
寅
な
お
西
本
・
前
掲
株
式
引
受
の
性
質
二
一
二
頁
、
二
四
一
頁
参
照
．

（
1
4
）
　
福
地
俊
雄
「
法
人
に
非
ざ
る
社
団
に
つ
い
て
」
神
戸
法
学
雑
誌
一
六
巻
一
・
二
号
一
四
〇
頁
、
同
「
組
合
と
法
人
」
契
約
法
大
系
N
（
以
下
、
前
掲
論
文
（
大
系
）
と
略
記
す

る
）
四
六
頁
は
、
用
語
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
が
、
契
約
の
中
に
利
益
交
換
型
（
双
務
契
約
型
）
と
合
同
行
為
型
（
設
立
契
約
型
）
と
の
二
つ
が
あ
る
と
さ
れ
る
．

（
1
5
）
　
し
か
し
、
例
え
ば
一
人
の
代
理
人
が
数
人
の
発
起
人
を
代
理
し
て
定
款
に
署
名
す
る
場
合
、
民
法
第
一
〇
八
条
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
結
論
は
異
な
り
う
る
で
あ
ろ

　
う
。

（
1
6
）
　
大
森
・
前
掲
論
文
一
四
七
頁
、
一
九
二
頁
、
福
地
・
前
掲
論
文
（
大
系
）
四
六
頁
、
平
田
・
前
掲
注
釈
六
・
前
掲
一
六
五
頁
、
森
泉
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
昔
亙
一
二
頁
．

な
お
、
平
出
・
前
掲
論
文
北
法
一
二
巻
三
号
一
五
頁
註
㈲
は
、
団
体
の
結
合
形
式
の
区
別
と
は
別
に
、
設
立
行
為
を
合
同
行
為
と
契
約
と
に
区
別
す
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
の
意
義
が

あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
1
7
）
　
こ
れ
に
あ
つ
て
は
、
単
に
行
為
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
間
に
個
人
的
な
権
利
義
務
の
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
大
森
・
前
掲
論
文
一
四
七
頁
）
．

（
1
8
）
　
大
森
・
前
掲
論
文
一
四
七
頁
、
森
泉
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
コ
言
互
三
頁
．

（
1
9
）
　
ギ
ー
ル
ケ
は
、
団
体
の
内
部
的
組
織
を
規
定
す
る
組
織
法
を
個
人
法
と
対
比
さ
せ
て
社
会
法
（
留
銭
巴
冨
魯
苺
畠
。
》
辟
①
）
と
呼
ん
で
い
る
（
石
田
・
前
掲
ギ
ー
ル
ケ
の
団
体
法

論
一
二
五
頁
以
下
）
。

（
2
0
）
　
な
お
、
田
中
耕
太
郎
「
組
織
法
と
し
て
の
商
法
と
行
為
法
と
し
て
の
商
法
」
法
学
協
会
雑
誌
四
三
巻
七
号
一
頁
以
下
、
鈴
木
竹
雄
「
商
法
に
お
け
る
組
織
と
行
為
」
田
中
記

念
・
商
法
の
基
本
間
題
九
一
頁
以
下
、
山
本
・
前
掲
論
文
法
協
六
二
巻
一
二
号
二
一
頁
参
照
．

（
2
1
）
　
西
本
・
前
掲
株
式
引
受
の
性
質
一
二
七
頁
は
、
　
「
団
体
法
的
行
為
（
ω
8
芭
諾
9
呂
魯
鍵
卜
騨
）
」
と
呼
び
、
森
泉
・
前
掲
シ
ュ
リ
ス
ト
四
二
舌
互
一
二
頁
は
、
団
体
法
上
の
領

域
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

（
22
）
　
商
法
第
一
七
五
条
第
二
項
お
よ
び
第
二
八
0
条
ノ
一
四
第
一
項
が
、
株
式
の
中
込
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
心
裡
留
保
に
関
す
る
民
法
第
九
三
条
但
書
を
適
用
し
な
い
旨
規

定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
会
社
成
立
の
基
礎
を
不
安
定
に
し
な
い
よ
へ
配
慮
さ
れ
て
い
る
わ
げ
て
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
．
株
式
引
受
が
団
体
法
上
の
契
約
て
あ
る
こ
と
に
基
づ
く



制
約
の
一
つ
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
同
じ
論
法
で
、
通
謀
虚
偽
表
示
に
関
す
る
民
法
第
九
四
条
の
規
定
も
株
式
申
込
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
み

　る

べ
き
こ
と
に
な
る
（
三
戸
岡
・
前
掲
注
釈
工
・
前
掲
一
五
〇
頁
～
一
五
一
頁
参
照
）
．

（
2
3
）
　
例
え
ぽ
、
無
権
代
理
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
合
同
行
為
の
場
合
相
手
方
の
な
い
単
独
行
為
に
関
す
る
民
法
第
一
一
八
条
が
類
推
さ
れ
る
べ
き
て
あ
つ
て
，
契
約
に
お
け
る
餌
権

代
理
に
関
す
る
規
定
は
類
推
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
津
田
・
前
掲
論
文
一
三
九
頁
）
．

（
餌
）
　
あ
る
い
は
共
合
型
と
交
換
型
と
呼
ん
で
も
よ
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
記
註
（
1
4
）
参
照
。

（
茄
）
　
西
本
・
前
掲
株
式
引
受
の
性
質
二
一
七
頁
、
二
二
一
頁
以
下
は
、
団
体
法
的
行
為
と
し
て
の
株
式
引
受
を
団
体
的
契
約
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
あ
　
と
　
が
　
き

　
会
社
設
立
の
法
律
的
構
成
に
関
す
る
問
題
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
の
視
点
か
ら
の
考
察
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
．
一
つ
は
、
会
社
設
立
の
た
漣

の
諸
手
続
を
全
体
と
し
て
把
え
、
こ
れ
を
一
つ
の
法
律
行
為
と
観
念
す
る
こ
と
の
要
否
と
そ
の
構
造
・
性
質
の
検
討
と
い
う
・
い
わ
ば
巨
視
的
な

視
点
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
会
社
設
立
経
過
中
の
法
律
関
係
、
殊
に
そ
の
段
階
に
お
い
て
発
起
人
の
な
す
種
々
の
行
為
の
効
果
帰
属
を
め
ぐ
る

個
別
的
な
法
律
関
係
に
関
す
る
・
い
わ
ば
微
視
的
な
視
点
で
あ
る
．
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
会
社
設
立
に
お
け
る
発
起
人
の
法
律
上
の
地
位
を
い

か
に
把
え
る
べ
き
か
と
い
う
点
で
は
共
通
性
を
も
ち
う
る
け
れ
ど
も
、
設
立
に
関
す
る
各
個
の
手
続
な
い
し
設
立
経
過
そ
の
も
の
を
全
体
的
に
総

合
・
構
成
す
る
か
、
そ
れ
と
も
個
別
的
に
分
析
・
検
討
す
る
か
と
い
う
点
で
は
必
ら
ず
し
も
同
じ
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
視
点
の
違
い
と
相
互
の
関
連
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
第
一
の
視
点
か
ら
の
考
察
の
結
果
は
、
要
旨
次
の
通

り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
会
社
の
設
立
は
、
準
則
主
義
立
法
の
も
と
に
お
い
て
は
、
法
定
の
手
続
の
履
践
の
み
が
重
要
で
、
会
社
法
人
設
立
行
為
と
い
う
観
念
を
認
め

る
こ
と
は
無
用
有
害
の
こ
と
で
あ
る
か
。
1
否
．

二
、
会
社
戊
立
●
法
人
格
発
生
と
い
う
法
律
妙
菓
を
生
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
の
会
社
護
立
手
続
は
、
こ
れ
を
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
要
件
と
解
す

　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
七
　
　
　
（
六
四
九
）



　
　
　
会
社
設
立
行
為
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
八
　
　
　
（
六
五
〇
）

べ
き
で
あ
る
か
。
ー
然
り
。

　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

三
、
会
社
設
立
な
る
法
律
要
件
を
構
成
す
る
各
法
律
事
実
の
中
に
は
．
会
社
を
成
立
せ
し
め
こ
れ
を
法
人
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
意
思
表
示

が
実
定
法
上
要
求
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
か
。
ー
然
り
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
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ヘ

四
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
会
社
成
立
・
法
人
格
発
生
と
い
う
法
律
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
の
会
社
設
立
な
る
法
律
要
件
は
、
会
社
を
成
立
せ
し
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ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

め
こ
れ
を
法
人
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
設
立
の
意
思
表
示
を
不
可
欠
の
組
成
分
子
と
す
る
一
個
の
法
律
行
為
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
。
ー

ー
然
り
。
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や
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

五
、
会
社
設
立
の
諸
手
続
が
全
体
と
し
て
一
個
の
法
律
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
会
社
設
立
行
為
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
か
。
1
然
り
。

六
．
会
社
設
立
行
為
に
不
可
欠
の
組
成
分
子
た
る
会
社
設
立
の
意
思
表
示
は
、
株
式
引
受
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
と
認
め
う
る
か
．
f
否
．

七
、
会
社
設
立
の
意
思
表
示
は
、
定
款
作
成
お
よ
び
株
式
引
受
の
両
老
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
と
認
め
う
る
か
．
ー
否
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
へ
　
　
へ
　
　
ち

八
、
会
社
設
立
の
意
思
表
示
は
、
定
款
作
成
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
。
i
然
り
。
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ヤ

九
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
定
款
作
成
に
要
求
さ
れ
て
い
る
意
思
表
示
の
内
容
・
構
造
を
考
察
し
て
み
る
と
、
会
社
設
立
は
団
体
法
上
な
い
し
組
織
法

上
の
法
律
行
為
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
か
。
f
然
り
。

一
〇
、
と
こ
ろ
で
、
株
式
引
受
の
法
的
構
成
は
、
発
起
人
に
よ
る
場
合
と
株
式
申
込
人
に
よ
る
場
合
と
で
異
な
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
。

ー
否
。

二
、
株
式
引
受
の
法
的
性
質
は
、
団
体
法
上
な
い
し
組
織
法
上
の
法
律
行
為
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
か
。
1
然
り
。

一
二
、
そ
れ
で
は
、
会
社
設
立
の
意
思
表
示
従
つ
て
定
款
作
成
と
、
株
式
引
受
と
で
は
、
そ
の
法
的
性
質
は
同
じ
と
認
め
う
る
か
．
1
否
．

二
二
．
定
款
作
成
と
株
式
引
受
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
構
成
す
る
意
思
表
示
の
数
、
数
個
の
意
思
表
示
の
合
致
の
存
否
、
意
思
表
示
の
相
手
方
の
有

無
等
を
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
構
成
す
る
意
思
表
示
の
構
造
、
特
質
を
認
識
す
る
な
ら
ば
、
両
者
は
種
類
を
異
に
す
る
法
律
行
為
と
す
べ
き
で
あ



る
か
．
ー
然
り
．

一
四
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
定
款
作
成
従
つ
て
会
社
設
立
行
為
に
つ
き
合
同
行
為
、
ま
た
株
式
引
受
に
つ
き
例
え
は
組
織
契
約
と
い
う
観
念
を
用
い

る
こ
と
は
妥
当
と
考
え
う
る
か
．
ー
然
り
。

一
五
、
こ
の
よ
う
に
会
社
設
立
を
一
個
の
法
律
行
為
し
か
も
合
同
行
為
と
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
会
社
設
立
の
意
思
表
示
の
表
意
者
は
定
款
作
成

に
あ
た
る
発
起
人
だ
け
で
あ
る
か
．
ー
然
り
．

一
六
、
こ
の
こ
と
は
、
会
社
の
成
否
い
ず
れ
の
場
合
に
も
課
せ
ら
れ
て
い
る
発
起
人
の
重
大
な
職
務
権
限
お
よ
び
責
任
の
実
質
的
根
拠
た
り
う
る

と
考
え
ら
れ
る
か
。
ー
然
り
。

一
七
、
右
の
よ
う
な
理
解
は
、
株
式
会
社
の
み
な
ら
ず
他
の
す
べ
て
の
種
類
の
会
社
な
ら
び
に
広
く
社
団
法
人
設
立
の
場
合
に
統
一
的
な
理
論
構

成
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
．
ー
然
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

　
会
社
設
立
の
法
律
的
構
成
に
関
す
る
残
る
問
題
、
殊
に
第
二
の
視
点
か
ら
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
た
い
と
考
え
て
い
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
〇
・
一
二
・
八
）

会
社
設
立
行
為
論

三
五
九

（
六
五
一
）


